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第１ はじめに

法務省においては，平成２１年１０月，省内に，政務三役を中心とする勉強

会を設けて，被疑者取調べの可視化について議論・検討を進め，平成２２年６

月，「被疑者取調べの録音・録画の在り方について～これまでの検討状況と今

後の取組方針～」として，それまでの検討状況及び今後の調査・検討方針等に

ついて，中間的な取りまとめを公表した。

この中間取りまとめにおいては，今後の検討方針として

○ 実務に即した現実的な形で取調べの可視化を実現するため，その対象とす

る事件や範囲について検討を行う

○ 録音・録画が捜査・公判の機能や被害者を始めとする事件関係者に与える

影響及び録音・録画の有用性についても調査・検討の上，その具体的な在り

方についての検討を進める

との方針が示されるとともに，平成２３年６月までの間に，順次，

１ 取調べの実態に関する調査

２ 任意性等の争いに関する実情調査

３ 検察における取調べの録音・録画の調査

４ 取調べの適正確保方策の運用状況調査

５ 確定事件記録の検討

６ 捜査経験者等からのヒアリング調査

などの国内調査等を実施するとの調査計画が示された。

以後，この調査計画に沿い，法務・検察において調査を実施し，この度，国

内調査の結果を取りまとめ，これを公表することとした。

第２ 取調べの実態に関する調査

取調べの録音・録画を行うべき具体的事件や取調べの範囲について検討する

ためには，まず，実際の取調べ時間など，取調べの実態に関する客観的な統計

資料を収集把握する必要があることから，①司法警察職員及び検察官による被

疑者に対する取調べの平均時間等について調査するとともに，②検察官の取調

べについては，取調べ場所や立会人の有無など更に詳しく調査することとした。

１ 被疑者取調べの時間

(1) 調査方法

平成２２年９月１日から同月３０日までの１か月間に，全地検（支部及び

区検を含む。以下同じ。）の検察官（検事，副検事のほか，検察官事務取扱

検察事務官を含む。以下同じ。）が終局処分を行った事件のうち，身柄事件

（被疑者を逮捕・勾留した事件をいう。）を対象とし，その事件ごとに，司

法警察職員及び検察官が行った被疑者に対する取調べ時間等を調査した（注

１）（注２）（注３）（注４）（注５）（注６）。
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なお，裁判員制度対象事件，贈収賄事件及び公職選挙法違反事件について

は，サンプル調査として十分な事件数を確保するため，同年１０月１日から

同年１１月３０日までの間に検察官が終局処分を行った身柄事件についても

調査の対象とした。その結果，これらの３類型の事件については，３か月間，

その他の事件については１か月間に，それぞれ終局処分を行った身柄事件に

ついて，取調べ時間等の調査を行ったこととなる。

（注１）終局処分とは，事件について必要な捜査を遂げた後に，公訴を提起（起訴）

するか否かを最終的に決める処分をいう。

（注２）同一事件で複数人が逮捕・勾留されている場合でも，被疑者１人ごとに１

件として調査した。

（注３）身柄事件に関して，逮捕・勾留前に在宅で行った被疑者に対する取調べも

本調査の対象とした。

（注４）平成２２年８月３１日以前に検察官において在宅での被疑者取調べを行っ

た事件については，必ずしも当該在宅時の取調べ時間が記録されていないと

考えられるため，事件自体を調査対象から除外した。

（注５）特別司法警察職員送致に係る事件，国税庁監察官送致事件及び犯則調査を

経て告発がなされた犯則事件については，調査対象から除外した。

（注６）平成２１年において，全国の検察庁で取り扱った被疑事件の通常受理人員

の総数は１６３万９６１４人であり（平成２１年検察統計年報），同年，勾

留請求に基づき勾留状が発付されたのは１２万７７９２人である（平成２１

年司法統計年報）。

(2) 取調べ時間（総合）

表１は，調査対象となった全事件について，被疑者に対する取調べの平均

時間等を示したものである。

司法警察職員と検察官の取調べ時間の合計は，調査対象となった全事件８

２３３件の平均で２１時間３５分であり，これを裁判員制度対象事件５６８

件に限定すると，４３時間１４分であった。

検察官による取調べ時間だけを見ると，全事件の平均で２時間４７分であ

るが，裁判員制度対象事件に限定すると９時間０１分であった。

表１ 被疑者取調べ時間（総合）

全事件 裁判員制度対象事件

調査対象事件数 8,233件 568件

平均取調べ時間（警察） 18時間52分 34時間13分
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平均取調べ時間（検察） 2時間47分 9時間01分

平均取調べ時間（合計） 21時間35分 43時間14分

(3) 取調べ時間（処分別）

表２は，終局処分の種別，つまり起訴処分とされた事件と不起訴処分とさ

れた事件ごとに，被疑者に対する取調べの平均時間等を示したものである。

司法警察職員と検察官の取調べ時間の合計は，起訴された事件５７８０件

の平均で２３時間００分，不起訴とされた事件１６２２件の平均で１６時間

５６分であり，検察官による取調べに限ると，起訴された事件５７８０件の

平均で３時間１２分であり，不起訴とされた事件の平均で１時間５３分であ

った（注）。

表２ 被疑者取調べ時間（処分別）

起訴事件 不起訴事件

調査対象事件数 5,780件 1,622件

平均取調べ時間（警察） 19時間52分 15時間05分

平均取調べ時間（検察） 3時間12分 1時間53分

平均取調べ時間（合計） 23時間00分 16時間56分

（注）このほか家庭裁判所に送致された事件が８３１件あり，これらの事件の被疑

者に対する取調べの平均時間（合計）は２０時間４９分であった。

(4) 取調べ時間（主な罪名別）

表３は，終局処分時の主な罪名別に，被疑者に対する取調べの平均時間等

を示したものである（注１）（注２）。

平均取調べ時間が長い罪名は，裁判員制度対象事件で見ると，傷害致死罪，

殺人罪であり，それ以外の事件で見ると，収賄罪，公職選挙法違反であって，

これらの取調べ時間は５０時間を超えている。また，これらの罪名は，検察

官による取調べ時間に限っても平均で１０時間を超えている（注３）。
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表３ 被疑者取調べ時間（主な罪名別）

取調べ時間

罪名 事件数
（括弧内は検察庁での取調べ時間）

平均 最長

63時間24分 140時間10分
傷害致死 45

（16時間47分） （25時間07分）

① 51時間12分 144時間01分
裁 殺人 102
判 （12時間25分） （26時間58分）
員
制 42時間23分 173時間52分
度 現住建造物等放火 76
対 （8時間00分） （14時間18分）
象
事 39時間23分 173時間00分
件 強盗致傷・致死 180

（7時間53分） （12時間56分）

強制わいせつ致傷 38時間33分 100時間03分
76

・強姦致傷 （7時間33分） （16時間09分）

130時間28分 249時間00分
収賄 9

（19時間14分） （29時間36分）

69時間36分 164時間07分
公職選挙法違反 5

（21時間12分） （57時間51分）

32時間43分 76時間24分
強姦 36

（5時間16分） （3時間57分）

29時間47分 102時間14分
② 詐欺 511
そ （3時間27分） （11時間34分）
れ
以 29時間15分 130時間41分
外 恐喝 232

（3時間29分） （8時間50分）

18時間47分 106時間09分
傷害 831

（2時間15分） （16時間34分）

17時間33分 107時間59分
窃盗 2,218

（1時間56分） （2時間50分）
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16時間17分 92時間42分
道交法違反 490

（1時間57分） （4時間41分）

（注１）未遂，予備，教唆及び幇助を含む。

（注２）当該罪名以外の罪名に係る事実について併せて取り調べられたものも含む。

例えば，「道交法違反」に係る取調べには，道交法違反のほか自動車運転過

失致死傷罪の事実について併せて取り調べられたものも含まれている。

（注３） 「最長」欄の（ ）内は，当該罪名の事件のうち，取調べ時間の合計が

最も長かった事件における検察官による取調べ時間を記載したものである。

取調べ時間の合計の長短にかかわらず，検察官による取調べのうち最も時間

が長かったものを記載したものではない。

(5) 取調べ時間（供述経過別）

表４は，検察官の弁解録取手続時における被疑者の認否と，終局処分時に

おける被疑者の認否の経過を分類して，被疑者に対する取調べの平均時間等

を示したものである。以下において，自白とは，被疑者が犯罪事実の全部又

はその主要部分を認めていることをいい，否認とは，それを認めていないこ

とをいう（注１）（注２）。

平均取調べ時間を見ると，自白から否認に転じた事件は３３時間５１分，

否認から自白に転じた事件は２７時間１４分，否認を維持した事件は２７時

間５３分であり，いずれも自白を維持した事件の１９時間５７分よりも長時

間であった。

なお，事件数を見ると，検察官の弁解録取時において被疑者が否認してい

た事件は１６９２件（全体の２０．６％）あるところ，そのうち被疑者が終

局処分までの間に自白に転じた事件は８６１件であり，否認を維持した事件

８３１件を若干上回っている（注３）。

表４ 被疑者取調べ時間（供述経過別）

取調べ時間
供述経過 事件数 （括弧内は検察庁での取調べ時間）

（検察弁録→終局処分） （割合）
平均 最長

6,495件 19時間57分 249時間00分
自白→自白

（78.9％） （2時間25分） （29時間36分）

46件 33時間51分 88時間18分
自白→否認

（0.6％） （6時間34分） （49時間23分）
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861件 27時間14分 140時間12分
否認→自白

（10.5％） （3時間49分） （27時間38分）

831件 27時間53分 151時間23分
否認→否認

（10.1％） （4時間14分） （6時間14分）

（注１） 「最長」欄の（ ）内は，当該罪名の事件のうち，取調べ時間の合計が

最も長かった事件における検察官による取調べ時間を記載したものである。

取調べ時間の合計の長短にかかわらず，検察官による取調べのうち最も時

間が長かったものを記載したものではない。

（注２） 「否認→自白」は，必ずしも検察官による取調べで自白したものとは限

らない。

（注３） 主たる罪種別に，検察官の弁解録取時に被疑者が否認している事件の割

合を見ると，恐喝（４７．４％），強制わいせつ致傷・強姦致傷（３８．２

％），殺人（２８．４％），詐欺（２６．６％），窃盗（１４．７％），道交

法違反（１１．０％）であった（終局処分時の罪名による。）。

２ 検察官による取調べの実態

(1) 調査方法

平成２３年２月１日から同年３月２日までの３０日間に，検察官が行った

取調べ（被疑者・参考人の別なく，全ての事件での取調べ）について，その

対象者，取調べ時間，取調べ回数及び取調べ場所等のほか，立会人の有無や

弁護人選任の有無などについても調査した。

その際，調査に伴う検察庁の業務への負担をも考慮しつつ，調査の目的を

遂げるため，合計２０庁の地検を調査対象庁として選定し，これら地検に所

属する検察官の取調べを調査対象とした（注）。

（注）調査対象庁は，東京地検，横浜地検，水戸地検，静岡地検，新潟地検，大阪

地検，京都地検，奈良地検，和歌山地検，名古屋地検，岐阜地検，福井地検，

広島地検，岡山地検，福岡地検，熊本地検，仙台地検，秋田地検，札幌地検，

高松地検とした。

(2) 対象者ごとの取調べ回数及び取調べ時間

表５は，調査対象庁に所属する検察官による取調べについて，その対象者，

つまり身柄事件の被疑者，在宅事件（被疑者の身柄を拘束していない事件を

いう。）の被疑者及び参考人ごとに，取調べの回数及び取調べ時間の合計等

を示したものである（注１）。

調査対象庁に所属する検察官が調査対象期間である３０日間に行った取調
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べは，合計４万８５２１回，４万５６０時間であり，そのうち身柄事件の被

疑者に対する取調べは，合計２万１９１回，１万８４６９時間であった。

今回の調査は，２０庁の地検を対象としたものであることから，全地検の

検察官による取調べ回数及び取調べ時間がどの程度となるのかを，平成２１

年度の事件処理件数を踏まえて推計すると，１か月間で合計８万６０回，６

万６９２４時間，これを１年間に換算すると，合計９６万７１６回，８０万

３０９０時間となり，身柄事件の被疑者に対する取調べに限っても，１年間

で合計３９万９７８２回，３６万５６８０時間となるものと推定される（注

２）。

また，調査対象庁に所属する検察官が調査対象期間である３０日間に行っ

た取調べ合計４万８５２１回のうち，供述調書の作成が行われた取調べは，

５４．０％の２万６２１２回であり，身柄事件の被疑者に対する取調べに限

ると，合計２万１９１回のうち，供述調書の作成が行われた取調べは，７１．

０％の１万４３４５回であった。これら供述調書の作成が行われた取調べは，

取調べ時間全体の６割から７割を占めている。

表５ 対象者ごとの取調べ回数及び取調べ時間

被疑者

参考人 合計

身柄事件 在宅事件

取調べ
20,191回 21,958回 6,372回 48,521回

回数

14,345回 8,199回 3,668回 26,212回
調書作成

（71.0％） （37.3％） （57.6％） （54.0％）

取調べ
18,469時間 11,895時間 10,196時間 40,560時間

時間

13,069時間 8,564時間 6,275時間 27,909時間
調書作成

（70.8％） （72.0％） （61.5％） （68.8％）

（注１）身柄事件の被疑者に対する取調べには，比較的短時間で終了する弁解録取

時の取調べも含まれている。

（注２）平成２１年度の全国の地検における通常受理人員を，同年度における調査

対象庁における通常受理人員で除した上，本調査結果の数値を乗じて算出し

た。
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(3) 取調べの場所

表６は，取調べの対象者ごとに，調査対象庁に所属する検察官が調査対象

期間である３０日間に行った取調べの場所とその合計回数等を示したもので

ある。

取調べが行われた場所は，被疑者と参考人とを合わせて，検察庁の取調室

（個室）が２万２１７５回（４５．７％），検察庁の取調室（大部屋）（注１）

が２万１３５回（４１．５％），裁判所施設が３２６６回（６．７％），警

察署が１０４９回（２．２％）などとなっている（注２）。

身柄事件の被疑者に対する取調べに限ってみても，検察庁の取調室（個室）

が最も多く１万３９４１回（６９．０％）であり，次いで検察庁の取調室（大

部屋）が４７２８回（２３．４％）であるが，その他に，警察署が７３６回

（３．６％），拘置所・刑務所が７７３回（３．８％）など，検察庁以外の

場所においても，相当程度の回数の取調べがなされている。

なお，在宅事件の被疑者に対する取調べのうち，３２３４回（１４．７％）

が裁判所施設で行われているが，そのほぼ全てが，いわゆる道路交通法違反

等を犯した被疑者に対する三者即日処理手続である。

表６ 取調べの場所

被疑者

参考人 合計

身柄事件 在宅事件

取調室 13,941回 4,353回 3,881回 22,175回

（個室） （69.0％） （19.8％） （60.9％） （45.7％）

取調室 4,728回 14,258回 1,149回 20,135回

（大部屋） （23.4％） （64.9％） （18.0％） （41.5％）

736回 37回 276回 1,049回
警察署

（3.6％） （0.2％） （4.3％） （2.2％）

拘置所 773回 11回 232回 1,016回
・

刑務所 （3.8％） （0.1％） （3.6％） （2.1％）

13回 3,234回 19回 3,266回
裁判所施設

（0.1％） （14.7％） （0.3％） （6.7％）

取調べ対象 0回 14回 116回 130回

者の自宅 （0.0％） （0.1％） （1.8％） （0.3％）

0回 51回 699回 750回
その他

（0.0％） （0.2％） （11.0％） （1.5％）

合計 20,191回 21,958回 6,372回 48,521回
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（注１）「取調室（大部屋）」とは，一定の広さがある室内にパーティションを設け

るなどして，複数の検察官が同時にそれぞれ取調べを行い得る環境を整えた

取調室を指す。

（注２）「その他」には，少年鑑別所，交番・駐在所，病院，取調べ対象者の勤務

先，店舗，車内などが含まれる。

(4) 取調べの立会人

表７は，取調べの対象者ごとに，取調べの際にいかなる者が立ち会ってい

たかについて示したものである。

在宅事件の被疑者や参考人に対する取調べにおいては，検察官の判断にお

いて，弁護士，家族・親族の立会いを認めた事例が見られるが，身柄事件の

被疑者に対する取調べにおいて，弁護士，家族・親族の立会いを認めた事例

はなかった。

表７ 取調べの立会人

被疑者
属性 参考人 合計

身柄事件 在宅事件

立会人なし 19,266回 21,790回 6,092回 47,148回

弁護士 0回 1回 21回 22回

家族・親族 0回 53回 168回 221回

通訳人 925回 114回 91回 1,130回

(5) 弁護人選任の有無等

表８は，身柄事件の被疑者の属性と，そのうち被疑者段階で弁護人の選任

がなされた人員を示したものである（注）。

弁護人を選任した被疑者の割合は全体として５０パーセントを超えてお

り，少年，来日外国人が被疑者の場合には数値が低く，暴力団関係者が被疑

者の場合には数値が高い傾向が見られた。

表８ 身柄事件の被疑者の属性，弁護人選任の有無

属性 人員数 弁護人選任（割合）

一般 7,456人 4,177人（56.0％）

少年 702人 247人（35.2％）
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来日外国人 482人 214人（44.4％）

来日外国人
246人 128人（52.0％）

以外の外国人

暴力団関係者 444人 267人（60.1％）

合計 9,330人 5,033人（53.9％）

（注）「来日外国人」は，我が国にいる外国人のうち，永住者・特別永住者，在

日米軍関係者及び在留資格不明者以外の者をいい，「暴力団関係者」は，集団

的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれ

に準ずる者をいう。

第３ 任意性等の争いに関する実情調査

取調べの録音・録画は，自白の任意性の判断を容易にすると考えられること

から，取調べの録音・録画の対象事件や範囲を検討するに当たっては，公判に

おける自白の任意性をめぐる争いの実情を把握する必要がある。

裁判員裁判が施行される以前に，全国の地方裁判所において自白の任意性が

争いとなった事件は，裁判員裁判の対象となる重大事件に限っても全体の３．

４％，そのうち任意性に疑いありとして自白調書の証拠調べ請求が却下された

ものが０．２４％程度であることなどが既に最高検から報告されているが（注），

公判における自白の任意性をめぐる争いの実情を更に詳しく把握するため，裁

判員裁判の施行後，全国の地方裁判所及び簡易裁判所において自白等の任意性

が争いとなった事件を網羅的に調査することとした。

（注）平成１７年１月から平成２０年１２月までの４年間に，地方裁判所で判決が宣

告された裁判員制度対象事件は１万２２５件であり，その中で任意性が争われ

たものは３４５件（３．４％），そのうち，任意性に疑いありとして自白調書の

証拠調べ請求が却下された件数は２５件（０．２４％）であった（「取調べの録

音・録画の試行についての検証結果（最高検）」４頁）。

１ 調査方法

平成２２年６月１日から平成２３年５月３１日までの１年間に，全国の地方

裁判所及び簡易裁判所において第一審判決があった事件のうち，公判において

被告人の捜査段階における供述の任意性が争いとなった事件の数，その争いの

内容，公判での審理状況及び任意性が否定された事件におけるその理由等につ

いて，全地検に対する調査を実施した。
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２ 任意性が争いとなった事件

(1) 事件数（総合）

表９は，調査対象期間に第一審判決があった事件の中で，捜査段階におけ

る被告人の供述の任意性が争いとなった事件の数及びそのうち任意性又は信

用性が否定された事件数を示したものである（注１）（注２）。

平成２１年中に地方裁判所・簡易裁判所で判決が言い渡された事件数は７

万４９８２件であるところ，今回の調査対象期間内に任意性が争いとなった

事件は２１８件（０．２９％）であり，そのうち任意性に疑いありとして被

疑者の供述調書の証拠調べ請求が却下された事件は９件（０．０１％），信

用性が否定されたのは９件（０．０１％）であった。これを裁判員制度対象

事件に限ると，調査対象となった１６５３件のうち，任意性が争いとなった

事件は６１件（３．６９％）であり，そのうち任意性に疑いありとして被疑

者の供述調書の証拠調べ請求が却下されたのは１件（０．０６％），信用性

が否定されたのは４件（０．２４％）であった（注３）（注４）。

表９ 任意性が争いとなった事件数等（総合）

全体数
任意性が争いと 任意性が否定 信用性が否定さ
なった事件数 された事件数 れた事件数

全事件 74,982件
２１８件 ９件 ９件
(0.29％） （0.01％） （0.01％）

裁判員制度
1,653件

６１件 １件 ４件
対象事件 （3.69％） （0.06％） （0.24％）

（注１）「全事件」の「全体数」は，平成２１年司法統計年報に基づき，平成２１

年中の地裁・簡裁における通常第一審既済人員（「同一被告人に関する事件

の併合」，「管轄違い」，「その他」を除く。）で算出。

（注２）「裁判員制度対象事件」（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第３条

の規定により，裁判官のみで審理された事件を含む。以下同じ。）の「全体

数」は，裁判員制度対象事件のうち，平成２２年６月１日から平成２３年５

月３１日までの間に第一審判決が宣告された人員数で算出（最高検調べ）。

（注３）裁判員制度対象事件において捜査段階の供述の任意性が否定された１件は

後記表１７の事例⑨であるが，同事例では，被疑者が検察官による取調べの

録音・録画を拒否したため，取調べの録音・録画は実施されていない。

（注４）裁判員制度対象事件において捜査段階の供述の信用性が否定された４件は

後記表１８の事例③，⑤，⑧及び⑨であるが，このうち事例③及び事例⑤で

は，取調べの録音・録画は実施されていない（事例③は，当初自白していた
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少年の被疑者が，家庭裁判所から検察官送致された時点では否認に転じてい

たため，検察官の判断により取調べの録音・録画を実施せず，事例⑤は，被

疑者が録音・録画を拒否したために，取調べの録音・録画を実施できなかっ

た。）。事例⑧については，取調べの録音・録画が実施され，ＤＶＤの証拠調

べ請求がなされて採用された結果，検察官調書の任意性は認められたが，被

告人が質問者の意図に迎合する供述をした疑いをぬぐい去れないなどの理由

から，十分な信用性を認めることはできない旨判示された。事例⑨について

は，取調べの録音・録画が実施され，ＤＶＤの証拠調べ請求がなされたが，

被告人質問終了後，検察官調書の任意性が認められて証拠採用されたため，

ＤＶＤの証拠調べ請求が撤回された。

(2) 事件数（身柄・在宅別）

表10は，任意性が争いとなった２１８件を身柄事件，在宅事件の別に分類

したものである（注）。

任意性が争いとなった２１８件のうち，身柄事件が１９０件，在宅事件が

２８件であり，在宅事件において，任意性に疑いありとして自白調書の取調

べ請求が却下されたり，信用性が否定された事件はなかった。

なお，身柄事件であっても，逮捕前など被疑者の身柄が拘束されていない

時点での取調べにおいて供述調書が作成されることがあるが，このような取

調べで作成された供述調書の任意性が争われた事件は１９件あったものの，

任意性・信用性が否定された事件はなかった。

表10 任意性が争いとなった事件数（身柄・在宅別）

任意性が争いと 任意性否定 信用性否定
全体数 なった事件数

（比率） (比率) （比率）

１９０件 ９件 ９件
身柄事件 61,872件

（0.31％） （0.01％） （0.01％）

２８件 ０件 ０件
在宅事件 14,718件

（0.19％） （0.00％） （0.00％）

（注）「全体数」は，平成２１年司法統計年報に基づき，地裁・簡裁における通常第

一審既済人員のうち，身柄事件の数として，起訴後も勾留された人員数を使用し，

在宅事件の数として，起訴後は勾留されなかった人員数を使用した。

なお，表９の「全体数」は，同表（注１）に記載したとおり，「同一被告人に

関する事件の併合」，「管轄違い」，「その他」が含まれていないため，表10の身柄

事件の「全体数」と在宅事件の「全体数」の合計が，表９の「全事件」の「全体
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数」と完全には一致しない。

(3) 事件数（罪名別）

表11は，公判で任意性が争いとなった２１８件について，その公訴事実を

罪名別に分類したものであり，窃盗罪，覚せい剤取締法違反，殺人罪，暴行

罪・傷害罪，強制わいせつ罪・強姦罪，自動車運転過失致死傷罪の順に事件

数が多い。また，任意性が争いとなる割合を罪名ごとに見ると，殺人罪，銃

砲刀剣類所持等取締法違反，現住建造物等放火罪，強盗致死傷罪の順で多い

（注１）（注２）（注３）（注４）（注５）。

表11 任意性が争いとなった事件数（罪名別）

罪名 件数 割合(事件数)

① 窃盗（常習累犯窃盗を含む。） ４０件 ０．１９％

２２件
② 覚せい剤取締法違反 （１１件は関税 ０．２１％

法違反と共に起訴）

③ 殺 人 １９件 ３．７９％

④ 暴行・傷害 １９件 ０．３９％

⑤
強制わいせつ・強姦（集団強

１６件 ０．７４％
姦を含む。）

⑥
自動車運転過失致死傷（業務

１６件 ０．２７％
上過失致死傷を含む。）

⑦
強盗致死傷（強盗殺人・強盗

１３件 ２．０７％
傷人を含む。）

⑧ 道路交通法違反 １２件 ０．１４％

⑨ 恐 喝 １１件 ０．９６％

⑩ 銃砲刀剣類所持等取締法違反 １１件 ３．１６％

⑪ 詐 欺 １０件 ０．１８％

⑫ 現住建造物等放火 ９件 ２．６２％

⑬ 住居侵入・建造物侵入 ７件 １．０６％

⑭
強制わいせつ致傷・強姦致死

７件 ０．３３％
傷
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⑮
暴力行為等処罰に関する法律

６件 １．３４％
違反

⑯ そ の 他 ７１件 ０．５１％

（注１) ①ないし⑮の「割合（事件数）」欄の数値は，各罪名ごとに，任意性が

争いとなった件数を，平成２１年における罪名別通常第一審事件の終局総

人員数（平成２１年司法統計年報による）で除した数値を示している。な

お，上記各罪名は，司法統計年報上の罪名と必ずしも一致していないため，

例えば，⑤及び⑭は，いずれも，同年報上の「わいせつ，姦淫及び重婚の

罪」の数値を用いて割合を算出している。

また，⑯その他の件数は，①ないし⑮以外で任意性が争われた罪名数を

示しており，「割合」欄の数値は，上記年報上，上記終局総人員数から上

記①ないし⑮を含む各罪名欄記載の人員数を減じた数値で除して算出し

た。

（注２） 未遂犯を含む。

（注３） 複数の罪名により公訴提起されている被告人もいるので，罪名別の事

件数の合計は，任意性が争いとなった事件の総数である２１８件よりも多

い。

（注４） ⑩銃砲刀剣類所持等取締法違反については，この罪名のみの事件で任

意性が争われたものは１件であり，それ以外の事件では，いずれも殺人罪

など他の罪名とともに任意性が争われている。

（注５） ⑯その他には，強盗罪，非現住建造物等放火罪，傷害致死罪などが含

まれるが，いずれも任意性が争われた件数は４件以下である。また，収賄

罪について任意性が争いとなった事件数は０件（０％），公職選挙法違反

についても０件（０％）であった。

３ 任意性に関する審理

(1) 被告人の主張内容

表12は，任意性が争いとなった２１８件について，被告人の主張内容を示

したものであり，利益誘導を用いた取調べ，過度の誘導による取調べ，暴行

・脅迫による取調べなどの主張がなされている（注１）（注２）。

表12 任意性が争いとなった事件における被告人の主張

被告人の主張内容 件数

① 利益誘導を用いた取調べ ５５件
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② 過度の誘導による取調べ ５３件

③ 暴行・脅迫による取調べ ５２件

④ 被疑者の体調に配慮しない取調べ ３４件

⑤ 長時間の取調べ ２３件

⑥ 偽計を用いた取調べ ２３件

⑦ 正当な弁護権の侵害 ７件

⑧ 具体的主張なし ９件

⑨ その他 ７６件

（注１）複数の主張がなされた事件もあるので，主張の数は任意性が争いとなっ

た事件の総数である２１８件よりも多い。

（注２）その他の例

・ 被疑者のコミュニケーション能力や理解力が欠如していた

・ 通訳人による正確な通訳がなされていない

・ 裁判には調書を提出しないと嘘をつかれた

(2) 審理の内容

表13は，任意性が争いとなった２１８件について，公判における任意性

立証に関する審理内容を示したものである（注）。

被告人質問のみが行われた事件が１０１件（４６．３％），特段の審理

が行われなかった事件が１２件（５．５％）など，合計１３７件（６２．

８％）については，取調官の証人尋問が実施されていない。

他方，被告人質問と取調官の証人尋問の両方が実施された事件は合計８

１件（３７．２％）であった。

表13 任意性が争いとなった公判における審理の内容

審理内容 該当事件数

ア 被告人質問 １０１件

取調官の

証人尋問不実施 イ ア＋書面審理等（注） ２４件

（１３７件）

ウ 特段の審理なし １２件
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取調官の ア 被告人質問 ４９件

証人尋問実施

（８１件） イ ア＋書面審理等 ３２件

（注）「書面審理等」には，捜査報告書等の書面の取調べ，取調べの録音・録画

のＤＶＤの取調べ等を含む。

(3) 任意性に関する審理時間

表14は，任意性が争いとなった２１８件について，任意性の立証に関す

る審理時間を示したものである。

任意性に関する審理時間の平均は１０５分であり，裁判員制度対象事件

に限定すると，１２３分であった（注）。

表14 任意性に関する審理時間

該当事件数 平均審理時間 最長審理時間

全事件 ２１８件 １０５分 ６１０分

裁判員制度対象事件 ６１件 １２３分 ４９７分

（注）任意性立証のうち検察官による立証に限れば，審理時間の平均は６７分（裁

判員制度対象事件での平均は９２分）であり，最長で３９０分（裁判員制度

対象事件での最長審理時間は３２３分)であった。
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(4) ＤＶＤの取調べ状況と裁判所の判断

表15は，裁判員制度対象事件で任意性が争いとなった６１件について，取

調べの録音・録画を実施した件数，ＤＶＤが公判で取り調べられた件数及び

任意性についての裁判所の判断を示したものである。

任意性が争いとなった６１件のうち，録音・録画を実施していた事件は４

４件であり，いずれの事件についても弁護人にＤＶＤが開示された。そのう

ち，ＤＶＤが証拠調べ請求されて公判廷で取り調べられた事件は２５件であ

り，そのうち，検察官から証拠調べ請求された事件が２４件，弁護人から証

拠調べ請求された事件が１件であったが，そのいずれについても任意性が認

められた。

なお，上記２５件におけるＤＶＤの証拠調べに要した時間は，平均３８分

間であり，証拠調べに要した時間が最短のものが１５分間，最長のものが９

０分間であった。

表15 裁判員制度対象事件におけるＤＶＤの取調べ状況

任意性が争わ ＤＶＤが公判

裁判員制度 任意性が争 れた事件のう で取り調べら 任意性についての

対象事件数 われた件数 ち録音・録画 れた件数 裁判所の判断

実施した件数

任意性あり：２５件

1,653件 ６１件 ４４件 ２５件

任意性なし： ０件

表16は，ＤＶＤが公判で取り調べられた事件においてＤＶＤに言及した判

決における指摘事項を示したものである。

ＤＶＤが公判廷で取り調べられた２５件のうち，ＤＶＤに言及した判決は

１１件あったが，このうち，録音・録画が全過程に及んでいないことを問題

として指摘した判決は不見当であった。
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表16 ＤＶＤが取り調べられた事件における裁判所の判断

番号 裁判所 罪 名 判 決 に お け る 指 摘 事 項

① 東京地裁 現住建造物 弁護人は，被告人の捜査段階の供述について，警察官

等放火等 からの，被告人の年齢，知能，迎合しやすい性格への配

慮を欠く，長時間・長期間にわたる脅迫的，威圧的な取

調べ，偽計，利益誘導，強引な誘導による取調べによっ

てなされたものであり，任意性がないと主張し･･･ＤＶＤ

に録画されている取調べ等の被告人の供述態度･･･などの

事情にも照らせば，被告人は，相当に社会適応力を身に

付け，自己の利益を主張することができていたものと認

められ，弁護人の指摘は当たらない。

② 広島地裁 強盗殺人等 弁護人は，･･･被告人は，被害者やその遺族に対する申

し訳ないという気持ちから，取調官に言われるまま，迎

合的に供述したものであるなどの事情から，その任意性

に疑いがあり，証拠から排除されるべきであると主張し

ています。･･･取調べ状況を録音録画したＤＶＤによれば，

被告人自身，自分の言葉で事件について供述しているこ

とが分かります。このような被告人の供述は，それまで

の取調べにおいて，取調官に誘導されるまま，自らの意

思に反して供述してきたその延長としてされたものであ

るとは到底考えられません。･･･以上より，･･･被告人は，

自らの意思で供述したものであり，その任意性には疑い

がないものといえます。

③ 大阪地裁 覚せい剤取 弁護人は，本件検察官調書は被告人に対する違法・不

締法違反， 当な取調べに基づいて作成されたものであるから，任意

関税法違反 性がないと主張する。しかし，取調べ担当検察官が，被

告人を取り調べたときの状況として証言するところは，･

･･被告人に対する取調べ状況の一部を録音・録画したＤ

ＶＤに記録された被告人の態度・言動とも符合するもの

であって，その信用性に疑いを差し挟む事情はうかがえ

ない。被告人は，･･･机を叩かれたり，にらみつけられた

りしたので怖かったなどと供述するが，本件ＤＶＤにお

ける被告人の態度・言動（違法薬物の認識の点を含め，

自分の言葉で進んで話す場面や，通訳を介した検察官の

問い掛けに大きくうなずく場面が随所に見られる。）を見

ると，被告人が供述するような取調べが行われたことを

疑わせる様子は全くうかがえない。また，被告人は，①

検察官の取調べの際も，通訳が速すぎたのでそのことを

言ったが，取り合ってもらえなかった，②検察官からは，

警察官による取調べの際，暴行を受けていないかという

確認はされたが，脅迫・利益誘導の有無の確認はなかっ

たとも供述する。しかし，①の点については，本件ＤＶ
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Ｄに記録された被告人と通訳人とのやりとりの様子を見

ても，被告人が通訳人に不満を抱いている様子は全くう

かがえない（かえって，被告人は，「通訳はよく理解でき

た」と述べている。）。②の点についても，検察官が警察

官による暴行の有無を確認しながら，脅迫・利益誘導の

有無は確認しなかったというのはそれ自体不自然である

し，現に，本件ＤＶＤにおいて，検察官は被告人に対し，

暴行のほか，脅迫・利益誘導の有無についても被告人に

確認している。弁護人は，本件ＤＶＤについて，録画の

停止・再開が相当回数行われている可能性があると主張

し，･･･本件ＤＶＤの映像からすると，録音・録画の停止

・再開が行われていないことは明らかであり･･･。被告人

は，「取調べをした警察官は，自分が違法薬物の認識を否

認すると，机を叩いたり，机を蹴ったり，にらみつけた

り，大声を出したりした。･･･」などと供述する。しかし，

本件ＤＶＤに記録された被告人の態度・言動からは，前

記供述のような警察官らによる取調べが行われたことを

疑わせる様子は全くうかがえない（かえって，被告人は，

明確にこれを否定している。）。･･･本件検察官調書の任意

性に疑いを差し挟む事情はない。

④ 大阪地裁 危険運転致 被告人は，本件の事故で受けた急性硬膜下血腫の症状

堺支部 死 のため，内容を十分理解することができない状態で検察

官の取調べを受けたなどの事情があり，その検察官調書

には任意性･･･がなく，証拠から排除されるべきであると

主張する･･･検察官の取調べ状況を記録した録音・録画状

況等報告書からは，被告人は，検察官の質問の趣旨を理

解してめいりょうに答え，本件調書もその内容を再度確

認していた様子が認められる。･･･本件調書が作成された

取調べの際，被告人が･･･頭重感等を感じていたとしても，

被告人の供述の任意性を失わせる程度のものではなかっ

たと認めるのが相当である。

⑤ 山形地裁 殺人，強姦 弁護人は，被告人の検察官調書には，任意性がなく，

致死等 証拠として採用するべきではないとも主張するが，取調

べ状況に関するＤＶＤの内容に照らすと，被告人は，な

ごやかな雰囲気の中で警察官に対する供述とは異なる供

述もしていたと認められることからすると，その供述は

任意になされたものであると認められる。

（弁護人の具体的主張）

「取調べの中で，被告人は，強盗や強姦の目的はなか

ったことを繰り返し主張したが，取調官は聞き入れず，

かえって種々の威迫，つまり脅したり不安を感じさせ

たりする行為を伴った取調べや，自分の考える筋立て

に沿った誘導質問や，理屈で相手を屈服させようとす

る理詰めの取調べを繰り返し行った。その際，被告人

の知的能力が考慮されることもなかった。そうした取
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調べにより供述調書が作られていき，被告人が拒否し

ても，それへの署名指印が強く求められた。こうして，

被告人は精神的に大きな打撃を受け，次第に異常な心

理状態に追い込まれていった。そのような中，警察官

による取調べと並行して検察官による取調べもなされ，

任意の供述が期待できる心理状態が回復する前に，強

姦の目的があったとする内容の自白調書が，検察官に

よって作成されるに至った。」

⑥ 静岡地裁 強盗殺人等 弁護人は，被告人の捜査段階の供述調書のうち，公訴

沼津支部 事実に沿う自白をした部分等に関して，取調官に読み聞

かされた内容と実際に作成された調書の記載内容が異な

っているとか，被告人の言い分と異なる内容が調書に記

載されていることを指摘したので，その部分は訂正され

たものと思って署名指印したとか，被告人の言い分や訂

正の申出が取調官に聞き入れられず，仕方なく署名指印

したとか，被告人が図面に記入した言葉が正しい意味で

翻訳されていないなどを理由として，当該部分に任意性

はなく，証拠排除すべきである旨主張する。･･･検察官が

･･･取調べ状況の一部を録音・録画したＤＶＤを見ても，

弁護人が主張するような任意性を疑わしめる形跡は見い

出せない。･･･被告人の捜査段階の供述調書の任意性は優

に認められる。

⑦ 熊本地裁 殺人 弁護人は，･･･本件自白調書について，･･･任意性を欠

くから証拠排除すべきであると主張する。･･･録音録画状

況等報告書謄本添付のＤＶＤに記録された，本件自白調

書を読み聞かされ，署名，指印する前後の被告人の発言

内容や態度にかんがみれば，弁護人の主張を踏まえても，

その任意性に疑いはない。

（弁護人の具体的主張）

「調書に書かれているのは，Ａさんが自由に話した内容

ではありません。･･･Ａさんの本心とは違うところを，検

察官が読み上げ，検察事務官がタイプして印刷した紙に，

疲れ果て諦めの気分にあったＡさんがサインしてしまっ

たからでした。いわば検察官の作文です。そのようなも

のは，そもそも「被告人の供述を録取した書面」ではあ

りません。また，身柄を拘束され，肉体的にも，精神的

にも疲れ果てていたときに作成されたのがこの調書です。

Ａさんが，逮捕・勾留という身柄の拘束を経験するのは

初めてでした。･･･Ａさんは，神経症の既往がありました。

弱い睡眠薬の処方は受けていましたが，連日の追及的な

取調べなどから，眠ることができず，疲れも蓄積してい

ました。Ａさんがこの調書にサインしてしまったのは，

勾留期限の最終日という疲労のピークでした。」

⑧ 横浜地裁 覚せい剤取 弁護人は･･･被告人の取調べを担当した麻薬取締官によ
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締法違反， る利益誘導や圧力を受けたことから得られた自白や，麻

関税法違反 薬・覚せい剤犯罪捜査規範に違反する取調べにより，強

制的に供述を引き出した自白を前提とするものであって，

任意になされたものではない･･･と主張･･･。しかし，被

告人は，検察官による取調状況を録音・録画された際に，

否認から自白に転じた理由や，捜査官に対する不満等に

ついて，尋ねられたのに，捜査官から利益誘導を受けた

などという苦情を申し立てなかったことが明らかである。

⑨ 大阪地裁 殺人 被告人は，「弁解録取手続では一貫して刺突行為及び殺

意を否認する供述をしたが，検察官はこれを全く聞き入

れることなく，自ら創作した内容の弁解録取書を勝手に

作成した」旨供述し，弁護人も，･･･任意性･･･を争って

いる。･･･被告人のいわゆる取調ＤＶＤによれば，上記弁

解録取手続において，暴行脅迫や不当な利益誘導はなく，

また，被告人には供述拒否権が告知されており，被告人

は弁解録取書の内容に不満があれば署名指印を拒否でき

ることを理解していた上，最終的に上記弁解録取書の内

容に納得して署名指印したことを被告人自身も認めてい

るところであり，･･･その供述の任意性についても優に認

められる。

⑩ 大阪地裁 傷害致死 被告人の検察官調書の供述は，任意になされたもので

はないと主張する。その任意性を争う主張は，先行する

警察官の取調べで，どうせ殺人なのだから応じないと大

変なことになるなどと威迫を受けてその悪影響が持続し，

当該検察官調書も取調べ前に作成されていて，自暴自棄

になった被告人が真摯に受け答えをせず，調書を読み聞

かされるときも同様の状況下，作成されたためというの

である。･･･録音，録画がされたＤＶＤの画像によると，

検察官は，被告人に対し，最初に黙秘権を告げて取調べ

を開始し，警察と検察庁とは別組織であることも明確に

告げた上，あらためて被告人の弁解供述を自ら聴取しよ

うと努めているものと認められる上，その際，警察官や

自らの取調べに不当な点がなかったかについても尋ね，

そのようなことはなかった旨の発言を被告人から得てい

たことが認められ，被告人の供述内容を確認しないで検

察官調書を勝手に作成していた様子も全く窺われない。

しかも，検察官調書の読み聞けに際して，被告人は，老

眼鏡を掛けて検察官がパソコンの画面を見て読み上げる

同調書の内容について，同調書原本を一枚ずつめくりな

がら目で追ってこれを聴き取っていたと認められ，自暴

自棄になってその作成に応じた様子は全く認められない。

･･･検察官調書が被告人の任意の供述を録取したものであ

ることは明らかである。

⑪ 横浜地裁 現住建造物 検察官作成の録音・録画状況等報告書によると，検察
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等放火未遂 官が，本件放火により本件居室に火が燃え移るおそれが

あると認識していたことを含む一連の行為について，検

察官に対し，微笑さえ交えるほどの友好的な雰囲気で，

落ち着いた心情に基づき，任意かつ自発的に供述してい

た状況が，明らかである。このような状況を踏まえると，

弁護人が主張するように，被告人の供述が，検察官の強

力な誘導によって録取されたものとは考えられない。し

かし，･･･被告人は，関わりを持った人物との間で，･･･

表面的ないし形式的に，良好な関係を築こうとする傾向

が見受けられる。･･･被告人が，･･･軽佻に面前の質問者

の意図に迎合する供述をした疑いをぬぐい去ることがで

きない。しかも，その供述内容を見ても，･･･犯行態様と

やや整合しない犯行動機が述べられているなど，不自然

な点も見受けられる。したがって，被告人の供述は，･･･

被告人の一連の行為や事実経過と整合し，それらを合理

的かつ納得できる程度に説明する内容が多く含まれると

しても，その内容どおりの事実を認定するほど十分な信

用性を備えているとまでは認められない。（表18〔信用性

が否定された事件の概要〕⑧事案と同一事案）

(5) 任意性又は信用性が否定された事件の概要

表17は，任意性が争いとなった２１８件のうち，任意性が否定された事案

（９件）の罪名，争点，任意性に関する被告人の主張，任意性が否定された

供述調書の種類,裁判所の判断を示したものであり，表18は，信用性が否定

された事案（９件）の罪名，争点，任意性に関する被告人の主張，信用性が

否定された供述調書の種類及び裁判所の判断を示したものである。なお，任

意性又は信用性が否定された合計１８件については，いずれも身柄事件であ

った。

表17 任意性が否定された事件の概要

罪 争 調書の
被告人の主張 裁判所の判断

名 点 種類

① 傷 暴 殴打行為を認め 警 察 官 ・ 警察官は，「家族や仕事を心配して早く

害 行 れば釈放すると 調書 釈放してほしいと願う被告人に対し，殴っ

態 言われた。 たことを認めなければ今後も長期間拘束さ

様 れるが，殴ったことを認めれば釈放される

旨述べて，被告人に約束ないし利益誘導し，

･･･殴った事実を自白するよう仕向けたも

のと認められ，･･･被告人の供述調書は，

任意性に疑いがあるものであり，･･･この

証拠請求をいずれも却下したものである。」

・ 有罪（顔面を１回殴打した行為について
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は認定できないとして縮小認定）

② 窃 責 睡眠薬服用の影 警 察 官 ・ 任意になされた供述でないという疑いが

盗 任 響で記憶が失わ 調書 あるとして証拠調べ請求を却下した（供述

能 れている間に作 調書の証拠調べ請求を却下した理由につ

力 成された。 き，判決に詳細な記載なし。）。

・ 有罪（公訴事実どおり認定）

③ 危 赤 検察官が，罵声 検 察 官 ・ 任意性に疑いがあるとして証拠調べ請求

険 色 を浴びせたり， 調書 を却下した（供述調書の証拠調べ請求を却

運 信 机の引き出しを 下した理由につき，判決に詳細な記載な

転 号 思い切り締めて し。）。

致 の 大きな音を出す ・ 有罪（公訴事実どおり認定）

傷 認 など強圧的な取

等 識 調べをするとと

もに，過度に理

詰めの取調べを

した。

④ 郵 任 検察官から，① 検 察 官 ・ ①検察官が，被告人に対し，「懲役１５

便 意 １５年の刑を科 調書 年になる。」，「自分がそれに影響力がある。」

法 性 す，②息子等を 旨のことを述べたことは否定できず，被告

違 逮捕するなどと 人が，検察官について，実際以上に大きい

反 脅されるととも 権限を有する者であると思い込んだという

等 に，③机を叩く ことも想定できること，②検察官が，息子

等の威迫的な取 の逮捕をにおわせて取調べを行った可能性

調べを受けた。 や，被告人が息子の逮捕に関して検察官が

大きな裁量を有していると考え，検察官に

迎合しやすい状況で取調べを行ったことは

否定できないこと，③取調べ全般にわたっ

て，机をたたく，机上のファイルをたたく

などの威迫的な取調べがなされていたこと

を認定し，証拠調べ請求を却下した。

・ 有罪（公訴事実どおり認定）

⑤ 大 大 鑑定内容の信用 警 察 官 ・ 任意性が争われた供述調書の一部につき，

麻 麻 性を争いつつ， 調 書 ， 証拠調べ請求を却下した（供述調書の証拠

取 の 捜査官はその誤 検 察 官 調べ請求を却下した理由につき，判決に詳

締 認 った鑑定結果を 調書 細な記載なし。）。

法 識 前提に取調べを ・ 有罪（公訴事実どおり認定）

違 した。

反

⑥ 業 過 体調不良であっ 警 察 官 ・ 任意性が争われた供述調書につき，証拠

務 失 たにもかかわら 調 書 ， 調べ請求を却下した（供述調書の証拠調べ

上 ず，十分な配慮 検 察 官 請求を却下した理由につき，判決に詳細な

過 がなされないま 調書 記載なし。）。

失 ま取調べを受け ・ 有罪（公訴事実どおり認定）

傷 た。

害
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⑦ 強 実 検察官が弁解の 検 察 官 ・ 任意性が争われた供述調書の一部につき，

制 行 内容を全く取り 調書 証拠調べ請求を却下した（供述調書の証拠

わ 行 合ってくれず， 調べ請求を却下した理由につき，判決に詳

い 為 供述の変更を迫 細な記載なし。）。

せ った。 ・ 有罪（公訴事実どおり認定）

つ

⑧ 傷 実 脅迫や利益誘導 警 察 官 ・ 「警察官調書２通･･･については，取調べ

害 行 等がなされた。 調 書 ， 時に脅迫や利益誘導等がなされたとしてそ

行 検 察 官 の任意性が争われて･･･いるところ，･･･取

為 調書 調べ室内に，被告人と警察官の２名のみが

在席していたことがあるという，任意性に

疑いを入れかねない取調べ方法がなされて

いたことに加え，被告人の署名までなされ

た供述調書が，冤罪だという被告人の発言

によって警察官によって破棄されるという

異様な事態が生じていることに鑑みると，

･･･警察官調書２通についてはその任意性

に疑念を差し挟む余地を否定できない。ま

た，･･･検察官調書２通については，上記

のとおり警察官調書について認められる，

任意性に疑念を入れる状況を払拭したこと

を認めるに足りる事情は認められない。そ

うすると，被告人の捜査段階における上記

各供述調書には，任意にされたものでない

疑いがあるといわざるを得ない。よって，

･･･各供述調書については，その取調べ請

求を却下する。」

・ 有罪（公訴事実どおり認定）

⑨ 強 財 警察で売られた 検 察 官 ・ 「被告人が供述するとおり，警察官は取

盗 物 喧嘩は買うなど 調書 調べにおいて以下のような違法，不当な言

致 奪 と脅された。弁 動に及んだ疑いがある。すなわち，警察官

傷 取 護人を解任する は，被告人に対し･･･『黙秘する権利は認

等 の よう迫られた。 めるが，俺は売られた喧嘩は買う。心証が

目 検察も，その影 悪くなるだけだ。警察と検察ひっくるめて

的 響は遮断してい 喧嘩したいんやったら，俺の前で黙秘した

ない。 らええわ。･･･』と述べた。･･･被告人が，

取調中に弁護士を呼んでくださいと頼んだ

ところ，『自分で留置に戻ってからでもえ

えやろ。別に後からでも呼べるやろ。今の

取調べに集中せえ，大事な時間やぞ。』な

どと言って，弁護人と連絡を取ろうとしな

かった。･･･上記言動は，違法な脅迫に加

え，被告人の黙秘権や弁護人から弁護を受

ける権利を著しく侵害する違法性の強いも

のであり，被告人の警察官に対する供述の

任意性を疑わせる重大な事由であるといわ

ざるを得ない。･･･検察官は上記の警察官
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による違法，不当な取調べの影響を遮断す

るために特段の積極的措置を講じたとはい

えない。したがって，そのような中で作成

された本件調書もまた，警察段階における

違法，不当な取調べの影響が遮断されてお

らず，やはりその任意性に疑いがあるとい

わざるを得ない。」

・ 録音・録画実施なし（被疑者が，録音・

録画を拒否したため。）。

・ 有罪（財物奪取の目的で暴行を加えたと

認定するには合理的な疑いが残るとし，窃

盗罪と傷害罪を認定）

表18 信用性が否定された事件の概要

罪 争 調書の
被告人の主張 裁判所の判断

名 点 種類

① 詐 犯 「否認すると長 警 察 官 ・ 任意性は肯定。
欺 意 引く，他の社員 調 書 ， ・ 「･･･犯行当時，被害者宅に湿気がなく，
等 も引っ張る，自 検 察 官 カビが生えていないことを認める記載のあ

白すれば保釈も 調書 る供述調書３通は，その供述内容が抽象的
認められる。」 なものにすぎず，･･･被告人自身が，本件
な ど と 言 わ れ 犯行当時，具体的にその客観的事実を認識
た。 していたことを認める趣旨で供述したもの

かどうかは疑わしく，その信用性を認める
ことはできない。」「本件各犯行当時，各被
害者宅の床下にかかる客観的状況として，
湿気がなく，カビが生えていないことを認
めた供述調書８通についても，･･･精神的
な限界となり，早く解放されたいがために，
自認にしたとする被告人の･･･弁解内容に
つき，･･･不自然，不合理なものとして排
斥することは出来ず，もって，上記供述調
書８通についても，いずれも，その信用性
を認めることはできない。」

・ 無罪

② 窃 犯 「否認すれば関 警 察 官 ・ 任意性は肯定。
盗 人 係先を全て捜索 調 書 ， ・ ①取調状況に関する警察官の供述を直ち

性 する。」などと 検 察 官 に信用することはできず，その点について
脅迫され，「自 調書 の被告人の公判供述を排斥することは困難
白すれば余罪の であること，②被告人の捜査段階の自白は，
立件はしない。」 被害現場の状況と符合せず，警察官調書と
などと利益誘導 検察官調書の内容が食い違っているなど，
さ れ る と と も 罪を認めた犯人が供述した内容としては，
に，弁護人選任 また，同一人が供述した内容としては，不
申出をしたのに 自然，不合理な点が多い上，その内容自体
意図的に弁護士 も，具体性や臨場感に乏しく，裏付けにも
会への連絡を懈 乏しいこと等から，取調警察官に誘導され
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怠された。 るがままにした供述であり，検察官に対し
てもそれに合わせて供述したにすぎないの
ではないかという疑念を払拭し難いなどと
して，信用性を否定した。

・ 無罪

③ 強 強 自発的に虚偽を 警 察 官 ・ 任意性は争われていない。
姦 姦 述べた後，撤回 調 書 ， ・ 被告人は，自らの性的行為の内容を誇大
致 の できなくなって 検 察 官 的に供述する傾向があるようにうかがえる
傷 犯 しまった。 調書 上，被告人の自白も，セックスをするつも
等 意 りであったという抽象的な内容にとどま

り，真に迫った内容の供述は録取されてい
ないなどとして，信用性を否定。

・ 録音・録画実施なし（当初自白していた
少年の被疑者が，家庭裁判所から検察官送
致された時点では否認に転じていたた
め。）。

・ 有罪（強制わいせつ致傷等を認定）

④ 銃 ナ 捜査官が誘導し 警 察 官 ・ 任意性は肯定。
刀 イ たため，知的障 調書 ・ 「被告人の公判廷における供述の内容，
法 フ 害者である被疑 態度からは，被告人には質問に対して迎合
違 所 者が調書に署名 的な答えをする傾向が認められ」るとして，
反 持 指印してしまっ 信用性を否定。

の た。 ・ 有罪（公訴事実どおり認定）
動
機

⑤ 殺 犯 警察官から，取 検 察 官 ・ 任意性は肯定（被告人自身，検察官の取
人 人 調中に脅迫的な 調書 調べでは脅迫的な言辞等はなく，自分から
等 性 言辞を申し向け 作り話をした旨述べているため。）。

られたため虚偽 ・ 共犯者の有無，犯行態様及び犯行に密接
の自白をした。 に関わる部分について，前提となる事実や

客観的証拠と矛盾し，秘密の暴露等も含ま
れておらず，第三者を庇うために虚偽の自
白をした可能性が否定できないなどとし
て，信用性を否定。

・ 録音・録画実施なし（被疑者が録音・録
画を拒否したため。）。

・ 無罪

⑥ 傷 暴 「殴ったことに 警 察 官 ・ 任意性は肯定。
害 行 しないと，裁判 調 書 ， ・ 暴行事件について，取調状況の詳細はと
・ 行 所の印象が悪く 検 察 官 もかく，取調官の誘導に従い，被害者供述
暴 為 なる。大したこ 調書 の内容を受け入れたものにすぎないものだ
行 とないから，相 った可能性が払拭できず，また，その後に
 手の言うとおり 行われた傷害事件の取調べにおいても，取
被 の調書にしてお 調官から追及され，その誘導に従って不実
害 け。」などと言 の自白を受け入れたという可能性は否定で
者 われ，署名指印 きないなどとして，信用性を否定。
２ した。 ・ 有罪（暴行罪について無罪，傷害罪につ
名 いて暴行罪を認定）
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⑦ 非 犯 睡眠不足で疲弊 警 察 官 ・ 任意性は肯定（取調べを中止してほしい
現 人 し，正常でない 調 書 ， 旨を言ったことがないなどという被告人の
住 性 精神状態であっ 検 察 官 供述や，警察官調書には，あらかじめ捜査
建 たのに，これに 調 書 ， 官が知り得ず，その後の捜査で裏付けられ
造 配慮せず，深夜 供述書 た事実関係が含まれているなどのため。）。
物 長時間にわたっ ・ 秘密の暴露や他の客観的証拠による相応
等 て取調べを受け の裏付けがなく，記憶の不正確さなどでは
放 た。 説明がつかない重要事項に関する変遷があ
火 り，初期以外の自白の大部分については，

取調官の取調べ姿勢にも疑問を差し挟む事
情があるとした上，場当たり的に答えるな
どの被告人の供述傾向を併せて考慮し，信
用性を否定。

・ 無罪

⑧ 現 建 検察官の強い誘 検 察 官 ・ 任意性は肯定。
住 物 導によって調書 調書 ・ 被告人の供述が，検察官の強力な誘導に
建 へ を取られた。 よって録取されたものとは考えられない
造 の が，被告人が，軽佻に質問者の意図に迎合
物 放 する供述をした疑いをぬぐい去ることがで
等 火 きず，内容を見ても，犯行態様とやや整合
放 の しない犯行動機が述べられているなどとし
火 故 て，その内容通りの事実を認定するほどの
未 意 十分な信用性を備えているとまでは認めら
遂 れないとした。

・ 録音・録画実施あり（ＤＶＤの内容に対
する裁判所の判断は，表16の番号⑪を参
照。）。

・ 有罪（公訴事実どおり認定）

強 わ 警 察 官 か ら 検 察 官 ・ 任意性は肯定。
⑨ 制 い 「女性に興味な 調書 ・ 「被告人の公判供述により認められる逮

わ せ いのか。それで 捕前後の被告人の警察官による取調べ状況
い つ 女性襲っている は，警察官が，わいせつ目的がないのであ
せ 目 から，強制わい ればそのことを後で話をすればよいからと
つ 的 せつだ。」など 言って，被告人にわいせつ（ちかん）目的
致 と言われ，自分 を認めさせる申立書を記載させ，その後は
傷 にわいせつ目的 申立書があるからと言って被告人のわいせ

があったと評価 つ目的がなかった旨の弁解を聴き入れなか
できると思い込 ったり，わいせつ目的を認めなければ「殺
み，捜査官の物 人未遂にしてやってもいい」などと述べた
語に沿って供述 り，「女に興味があるなら強制わいせつだ」
した。 と言ったりしたというものである。このよ

うな取調べは･･･捜査官の見立てに沿った
内容の供述を得るために，精神的圧迫を加
えた上，誤導して，虚偽自白を招くおそれ
の高い不当な働きかけをしたものというべ
きである。被告人は，公判において，この
ような警察官の取調べを受けたため，自分
にわいせつ目的があったと評価できると思
い込み，･･･検察官調書作成に当たり，そ
の物語に沿って供述した旨述べているが，
上記の警察官による不当な働きかけがあっ
たならば，被告人がこのような思い込みを
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正すことがないまま迎合的に自白に及んだ
というのも常識に照らし不合理とはいえな
い。そうすると，被告人の供述が，任意に
なされたものだとしても，その信用性を肯
定することはできない。」

・ 録音・録画実施あり（ただし，被告人質
問終了後，当該検察官調書が証拠採用され
たため，ＤＶＤの証拠調べ請求を撤回し
た。）。

・ 有罪（わいせつ目的を認めるには合理的
疑いが残るとして傷害罪を認定）

第４ 検察における取調べの録音・録画の調査

検察においては，平成１８年８月，裁判員制度対象事件について，任意性の

効果的・効率的な立証方策の検討の一環として，身柄拘束中の被疑者取調べの

録音・録画の試行を開始し，その試行結果は，平成２１年２月に最高検から公

表された「取調べの録音・録画の試行についての検証結果」に取りまとめられ

ている。

検察においては，この検証結果を踏まえ，平成２１年４月からは，裁判員制

度対象事件であって，自白調書を証拠調べ請求することが見込まれる事件につ

いて，検察官の判断と責任において，身柄拘束中の被疑者取調べのうち，相当

と認められる部分の録音・録画を実施している。

このような取調べの一部録音・録画の実施により得られる経験は，録音・録

画が被疑者の供述心理や供述内容等に与える影響を把握し，可視化の対象事件

や範囲を検討するための有力な資料となると考えられたことから，更に近時の

取調べの録音・録画の運用状況について調査することとした。

１ 調査方法

平成２２年６月１日から平成２３年５月３１日までの１年間に，全地検にお

いて，録音・録画の実施対象となり得た事件について，録音・録画の実施の有

無，そのうち実施されなかったものについては不実施の理由及び実施されたも

のについては供述態度・供述内容の変化に関して調査を行った。

２ 実施総数と不実施の理由

調査対象期間に録音・録画の対象となり得た事件の総数は１７９０件であ

り，そのうち，１５８３件については録音・録画が実施され（実施率８８．４

％），２０７件（１１．６％）については実施されなかった。

そして，複数回の録音・録画が実施された事件もあり，１５８３件の事件に

対し，合計１８０２回の録音・録画が実施された。

表19は，罪種別に，録音・録画の実施回数の合計を示したものである（注１）
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（注２）（注３）。

なお，実施された録音・録画の１回当たりの平均収録時間は，約３１分間で

あり，最長収録時間は，約１６３分間であった。

表19 罪種別の録音・録画実施回数

罪 種 回数

強盗殺人，強盗致死傷，強盗強姦等 ５９０回

殺人等 ４７５回

傷害致死等 ６７回

強姦致死傷，強制わいせつ致死傷，集団強姦致傷等 ２２７回

現住建造物等放火等 ２３１回

覚せい剤取締法違反，麻薬特例法等 １０２回

通貨偽造，偽造通貨行使等 ６７回

その他 ７９回

（注１）罪種欄の罪又は当該罪の未遂罪を含む事件について録音・録画を実施した回

数を計上しており，重複もある。

（注２）「通貨偽造，偽造通貨行使等」には，偽造通貨交付を含む。

（注３）「その他」は，逮捕監禁致死，保護責任者遺棄致死，危険運転致死，銃砲刀

剣類所持等取締法違反等である。

表20は，録音・録画が実施されなかった２０７件について，その理由を分類

して示したものであり，１５５件（全体の８．７％）は，被疑者が録音・録画

を拒否したために実施されなかったものである（注）。

表20 録音・録画を実施しなかった理由

実施しなかった理由 件数
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① 被疑者が録音・録画を拒否した。 １５５件（８．７％）

組織犯罪等，録音・録画を行うことにより，取調

② べの真相解明機能が害されたり，関係者の保護や ８件（０．４％）

協力確保に支障が生じるおそれ等があった。

外国人事件で通訳人の協力を得られない場合，録

③ 音・録画を実施することが時間的又は物理的に困 １４件（０．８％）

難な場合等，録音・録画の実施に障害があった。

④ その他 ３０件（１．７％）

（注）②ないし④の具体例（一部）は，以下のとおり。

②：暴力団員である被疑者が，上位者の犯行への関与を供述しており，そのこ

とが判明すれば暴力団関係者に危害を加えられるかもしれないなどと強い不

安を抱いていたことから，不実施。

③：被疑者が少年鑑別所に入所中であったところ，同所に録音・録画の機材を

搬入することができなかったことから，不実施。

③：東日本大震災の影響により，交通機関が麻痺し，押送困難につき，不実施。

④：被疑者が事実を認めているものの具体的な記憶がないと供述している事案

につき，検察官調書で立証すべき事項がないと判断して，不実施。

④：被疑者が結核に罹患していることが発覚し，勾留の執行を停止したため，

不実施。

３ 録音・録画の影響

(1) 被疑者が録音・録画を拒否した理由

表21は，被疑者が拒否したために録音・録画が実施されなかった１５５件

について，その拒否理由を分類して示したものである。

拒否理由が明らかなものの中では，取調べを受けている姿を他人に見られ

たくないとの理由が３８件（２４．５％）と最も多かった。

表21 被疑者が録音・録画を拒否した理由

拒否した理由 件数

① 取調べを受けている姿を他人に見られたくない ３８件（２４．５％）

② 共犯者等からの報復をおそれる ３件 （１．９％）

③ 緊張して十分供述ができない ８件 （５．２％）

④ 事実を供述しており録音・録画は必要ない ２０件（１２．９％）
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⑤ 弁護人の指導・助言により，応じられない ２３件（１４．８％）

弁護人と相談しなければ，応じられない

⑥ その他 ６３件（４０．７％）

（注）⑥その他の具体例（被疑者の発言内容）は，以下のとおり。

・「やりたくない。理由は言いたくない。」

・「裁判において，自分が不利になってしまうのではないかと思うので，拒否し

ます。」

・「自分の態度や話し方が不遜に見えて，被害者の心情を害したり，裁判官や裁

判員に反省していないなどと思われ心証が悪くなる。」など。

(2) 供述態度及び供述内容の変化

表22は，調査対象期間内に録音・録画の対象となり得た事件のうち，録音

・録画が実施された１５８３件，合計１８０２回の取調べについて，被疑者

の供述態度や供述内容の変化を分類して示したものである（注１）。

１８０２回の取調べのうち，２４９回（１３．８％）について，被疑者の

供述態度に何らかの変化が認められた。具体的には，口が重くなったり（２

７回，１．５％），言葉を選んで話すようになる（４６回，２．６％）など

した（注２）。

また，１８０２回の取調べのうち，７０回（３．９％）について，被疑者

の供述内容に何らかの変化が認められた。変化の内容としては，従前と比較

して刑事責任の軽い内容を供述したり（３０回，１．７％），供述が曖昧に

なる（１６回，０．９％）などというものだった（注３）（注４）。

表22 供述態度及び供述内容の変化

変化の内容 回数

供述態度の変化 緊張していた １７７回（９．８％）

言葉遣いが変わった ２９回（１．６％）

口が重くなった ２７回（１．５％）

言葉を選んで話すようになった ４６回（２．６％）

カメラを意識していた ４９回（２．７％）

その他 ２３回（１．３％）

供述内容の変化 従前と比較して刑事責任の軽い内 ３０回（１．７％）
容を供述した
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供述が曖昧になった １６回（０．９％）

その他 ２７回（１．５％）

（注１）１回の録音・録画において複数の変化があった場合は，それぞれに計上し

ている。

（注２）供述態度の変化の内容のうち，「その他」に計上したものとしては，

① 精神科入通院歴のある被疑者について，録音・録画開始後，精神状態が

悪化し，検察官との受け答えが困難になったもの

② 平素の取調べ時には，反省の態度が全く見られず，被害者への謝罪の言

葉も一切なかったが，録音録画時には，反省の弁や被害者への謝罪の言葉

を述べるなどしたもの

③ 被疑者の声が小さくなったもの

などがあった。

（注３）供述内容の変化の内容のうち，「従前と比較して刑事責任の軽い内容を供

述した」及び「供述が曖昧になった」との回答があった事件は４５件あり（そ

のうち１件は双方に該当），そのうち既に地方裁判所の判決宣告があったも

のは１２件あり，そのうち６件の確定記録を調査することができた。

その結果，３件については，録音・録画実施前の被疑者供述が，その信用

性を否定されることなく，裁判所により証拠として採用されていた。

残りの３件については，記録上，録音・録画実施前の被疑者供述の信用性

についての裁判所の判断は不明であった。

（注４）供述内容の変化の内容のうち，「その他」に計上したものとしては，

① 未検挙の共犯者の氏名を自発的に供述しなくなったもの

② それまで述べたことのない反省の弁を述べたもの

③ 供述調書を読み聞かせた際，犯意の自白部分に至ったところで，被疑者

の方から，供述調書の内容を否定し犯意を否認する旨の発言があったが，

その真意を確認した結果，供述調書どおり，犯意を認めたもの

などがあった。

第５ 取調べの適正確保方策の運用状況調査

取調べの録音・録画は，取調べの適正確保に資すると考えられるところ，近

年，検察においては，取調べの適正確保のために様々な方策が講じられてきた

ところであり，可視化の対象事件や範囲を検討するに当たっては，これら適正

確保のための方策の運用状況についても把握する必要がある。

そこで，適正確保のための方策のうち，「逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等

との接見に対する一層の配慮」，「取調べに関する不満等の把握とこれに対す

る対応」について，運用状況を調査することとした。
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１ 逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との接見に対する一層の配慮

(1) 調査方法

最高検は，平成２０年５月１日付け依命通達「取調べの適正を確保するた

めの逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮につ

いて」等（以下「接見配慮通達」という。）を発出し，各検察官に対し，同

年９月１日から，逮捕・勾留中の被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする

者（以下「弁護人等」という。）との間の接見に対して，一層の配慮を行う

よう求めている。

具体的には，①弁解録取の際に，被疑者に対し，弁護人選任権を告知する

とともに，取調べ中に弁護人等と接見したい旨の申出があれば直ちにその申

出があった旨を弁護人等に連絡する旨を告知した上で，被疑者（被疑者国選

弁護制度の対象となる者を除く。）から弁護人選任の申出があった場合には，

直ちに所要の措置をとること，②検察官の取調べ中に被疑者から弁護人等と

接見したい旨の申出があった場合，特段の事情のある場合を除き，直ちにそ

の申出があった旨を弁護人等に連絡すること，③検察官が取調べ中の被疑者

又は取調べのために検察庁に押送された被疑者について弁護人等から接見の

申出があった場合，間近に取調べの予定があっても，弁護人等と協議して接

見時間の長短を調整するなどして直ちに接見の機会を与えるよう配慮し，現

に取調べ中であっても，遅くとも直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与

えるよう配慮するなど，これまで以上に柔軟な対応をとることなどを求めて

いる。

そこで，平成２２年６月１日から平成２３年５月３１日までの間に，全地

検において，被疑者又は弁護人等からなされた接見配慮通達に関する申出の

内容及びそれに対する検察官の対応について調査を実施した。

(2) 申出内容と検察官の対応

表23は，申出者ごとに申出内容を分類するとともに，それに対する検察官

の対応状況を示したものである。

調査対象期間中に合計３２８０件の申出がなされており，そのうち，被疑

者からの申出が合計４２７件，弁護人等からの申出が合計２８５３件であっ

た。

①被疑者からの申出のうち，弁護人選任の申出は９８件であり，そのうち

９３件については，検察官は直ちに所要の措置を講じているが，５件につい

ては，被疑者の指定した弁護士が不在であったり，弁護士会が勤務時間外で

あった（４件）などの事情により，直ちには弁護士に連絡することができな

かった（注１）。

また，②被疑者からの申出のうち，弁護人等と接見したい旨の申出は３２
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９件あり，そのうち３１９件については，検察官は直ちに弁護人等に連絡し

ており，１０件については，被疑者の指定した弁護人が不在であった（４件），

被疑者において拘置所又は警察署に戻ってからの接見を求めた（４件）など

特段の事情が存したため，直ちには連絡しなかったものの，いずれも検察官

において適宜の時期に弁護人等に連絡するなどの措置を講じている（注２）。

③弁護人等からの接見の申出のうち，取調べ中でないときに接見の申出が

あったのが２５４３件であり，そのうち２５１８件については直ちに接見の

機会を与えるように配慮しているが，２５件については，弁護人等の申出が

取調べ（弁解録取を含む。）を開始する直前であったり，弁護人等の接見希

望時刻が取調べ実施中であった（１１件。いずれも取調べ終了後直ちに接見

の機会を与えている。），検察庁の接見室が全て使用中である等の理由で接

見室が利用できなかった（１０件。いずれも，接見室が利用できるようにな

った後，あるいは警察署に戻った後に接見の機会を与えている。）などの事

情により，直ちには接見を実施できなかった（注３）。

また，取調べ中に接見の申出があったのが３１０件であり，そのうち３０

５件については直ちに接見を実施し，あるいは直近の休憩等の機会に接見を

実施しているが，５件については，検察庁の接見室の利用可能時間外である

等の理由で接見室が利用できない事情があったことから，弁護人等と協議の

上，取調べ終了後に警察署での接見の機会を与えている。

以上を全体として見ると，検察官が，調査対象期間中に被疑者又は弁護人

等から接見等の申出を受けた３２８０件のうち３２３５件（９８．６％）で

直ちに弁護人に連絡し又は接見をさせるなどの措置が講じられており，その

他の場合もできる限り早い時期に適切な措置が講じられていた。

（注１）本文に記載した事例のほか，被疑者が自分で弁護士に連絡する旨申し立て

たため，検察官において，直ちに所要の措置を講じることなく，約４０分

後に弁護士に連絡した事例（１件）がある。

（注２）本文に記載した事例のほか，①弁解録取の際に申出を受けたが，間もなく

弁解録取が終了見込みであった（１件。弁解録取終了後直ちに連絡した。），

②被疑者の供述に基づき，捜索差押えを要する被疑者車両の所在確認に向

かうところであって，捜査に顕著な支障を来すおそれが考えられた（１件。

被疑者車両確認直後に弁護士事務所に連絡した。）との特段の事情により，

弁護人に直ちに連絡することはできなかった事例があった。

（注３）本文に記載した事例のほか，①間近に裁判官の勾留質問が予定されていた

ため直ちに接見の機会を与えられなかったもの（２件），②共犯者の接見後

の申出であり，被疑者と共犯者が接触することを避けるため，短時間の待

機後に接見の機会を与えたもの（１件），③主任検察官が公判立会中のため，

直ちに接見の機会を与えられなかったもの（１件。弁護人と協議した結果，

取調べ終了予定時刻には弁護人が所用により来庁できないとのことであり，
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被疑者が警察署に戻った後に接見の機会を与えた。）があった。

表23 申出内容と検察官の対応

申出者 申出内容 検察官の対応 件数

被疑者 弁護人の選任 ９８

直ちに連絡 ９３

その他 ５

弁護人等との接見 ３２９

直ちに連絡 ３１９

その他 １０

小計 ４２７

弁護人等 取調べ中でないときに接見の申出 ２，５４３

直ちに接見の機会 ２，５１８

その他 ２５

取調べ中に接見の申出 ３１０

取調べ中又は遅くとも ３０５
直近休憩等の際に接見
の機会

その他 ５

小計 ２，８５３

総計 ３，２８０

２ 取調べに関する不満等の把握とこれに対する対応

(1) 調査方法

最高検は，平成２０年５月１日付け依命通達「取調べに関する不満等の把

握とこれに対する対応について」（以下「不満対応通達」という。）を発出

した。

その内容は，同年９月１日から，弁護人等から被疑者の取調べに関して申

入れがなされたとき及び被疑者から取調べに関する不満等の申入れがなされ

たときは，その申入れを受けた検察官又は検察事務官は，所定の様式の書面

を作成して当該事件の決裁官に報告し，同決裁官において，速やかに所要の
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調査を行って必要な措置を講じ，その調査結果や措置については，捜査・公

判に与える影響等を考慮しつつ，申入れを行った弁護人等又は被疑者に対し

て，適時に可能な範囲において説明を行うものとされた。

そこで，平成２２年６月１日から平成２３年５月３１日までの間に，全地

検において，弁護人等又は被疑者からなされた不満対応通達に関する申入れ，

これに対して当該決裁官によってなされた調査結果及び講じられた措置の内

容等について，調査を実施した。

(2) 不満等の申入れに対する調査結果

表24は，申入れ者ごとに，不満等の申入れの件数とそのうち当該決裁官が

必要な措置を講じた事件の件数を示したものである（注）。

調査対象期間内に，不満等の申入れが合計４７７件なされており，そのう

ち決裁官による調査の結果として必要な措置が講じられた件数は１１件（２．

３％）であった。

表24 不満等の申入れに対する調査結果

申入れ者 合 計

弁護人 ４２２

決裁官によって必要な措置が講じら ９
れた

被疑者等（被疑者又は被告人） ５１

決裁官によって必要な措置が講じら ２
れた

その他 ４

決裁官によって必要な措置が講じら ０
れた

合計 ４７７

（注）「その他」の４件の申入れ者は，被疑者の職場の上司（１件）及び被疑者の

配偶者（３件）である。

(3) 決裁官によって必要な措置が講じられた事件について

表25は，決裁官によって必要な措置が講じられた１１件について，申入れ

内容，決裁官による調査結果及び講じられた措置の内容について示したもの

である。
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これら１１件については，決裁官において，当該取調べを担当した検察官

を指導するなどの措置を講じている。

なお，これら１１件のうち，９件については公判請求されており，平成２

３年６月３０日現在，６件については一審で有罪判決が言い渡され，３件に

ついては一審係属中である。有罪判決が言い渡された６件のうち，被疑者の

供述調書の任意性が争われた事件はなく，１件についてのみ被疑者の供述調

書の信用性が争われたが，一審判決において信用性が肯定された。

表25 決裁官によって必要な措置が講じられた事件における申入れ内容，

決裁官による調査結果及び講じられた措置の内容

申入れ者 申入れ内容 調査結果 講じた措置

（被疑者の主張）

弁護人 警察官が，被疑者 警察官が，被疑者 検察官において，警察官

の言い分を聞き入 が「忘れた。」など に，言動に注意するよう

れない。 と繰り返すばかり に求めた。弁護人にその

被疑者に対し，留 であったために， 旨説明して了解を得た。

置生活について「税 記憶喚起や訓戒の

金泥棒だ」などと 意図から，左記の

侮辱的な発言をし ような発言をする

た。 などした。

弁護人 検察官が，手拳を 検察官が，反省を 担当検察官に，言動に注

机に打ち付け，怒 促すために，語気 意するよう指導した。

鳴った。 を強め，机を１回

叩いた。

弁護人 取調べ終了時に， 検察官が，起訴す 担当検察官に，起訴する

検察官が，「首を洗 ることを伝える意 ことを伝えるのであれ

って待っていてく 味で，左記のよう ば，その旨を端的に伝え

ださい」などと発 な発言をした。 るべきである旨指導し

言した。 た。

被疑者等 警察官が，被疑者 警察官が，冗談で， 検察官において，警察の

に対し，侮辱的な 品位を欠く内容の 捜査主任に，取調べ警察

発言をした。 発言をした。 官の交代を求め，了解を

得た。

弁護人 検察官が，威圧的 検察官が，被疑者 担当検察官に，言動に注

な言い方をして， を追及した際，語 意するよう指導した。

床を踏み鳴らすな 尾を強めたり，床

どした。 をコツコツと踏む

などした。
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被疑者等 在宅事件の取調べ 警察に申入れの趣 検察官において，納得で

で，警察官が，被 旨を伝えたところ， きなければ警察に申し入

疑者に罵声を浴び 警察も既に申入れ れるよう伝え，被疑者の

せた。 者に対応していた。 了解を得た。

弁護人 検察官が，調書を 検察官が，調書を 担当検察官に，調書を訂

訂正する際，該当 訂正する際，該当 正する際に，左記のよう

ページをこれ見よ ページを差し替え な方法を採ることのない

がしに破った。 るために，被疑者 よう伝えるとともに，言

被疑者の訂正申立 の前で破棄した。 動に注意するよう指導し

てに対し，検察官 検察官が，「話した た。

が，「細かなところ ことを一字一句作

は関係ない」旨の 成するのが調書で

発言をした。 はない」などの発

言をした。

弁護人 警察官が，否認し 警察官において， 検察官において，警察の

ていた被告人に対 起訴後の取調べを 捜査主任に，今後も起訴

し，利益誘導によ 行っていたが，利 後の取調べについては，

り自白を得ようと 益誘導をした事実 取調受任義務がないこと

した。 は認められなかっ を告げた上，同意を得る

た。 ことを確認した。

弁護人 警察官が，「本当の 警察官が，一般の 検察官において，取調べ

ことを言わないと 刑事手続を説明す 警察官に，利益誘導など

勾留期間が延びる」 る中で，左記のよ と受け取られかねないよ

などといった発言 うな発言をした。 うな言動に注意するよう

をした。 求めた。

弁護人 警察官が，「被害者 警察官において， 検察官において，今後も

の供述に沿った供 不相当な発言をし 被疑者から接見の申出を

述調書を作成しな た事実は認められ 受けた場合には直ちに弁

ければ不利益にな なかった。被疑者 護人に連絡すべきことを

る」旨の発言をし から接見の申出を 確認した。

た。 受け，取調べを中

被疑者が弁護人と 断して担当弁護人

の接見の申出をし に連絡した際，連

てから，警察官が 絡のために必要な

弁護人に直ちに連 一定の時間を要し

絡しなかった。 ていた。

弁護人 警察官が，被疑者 警察から，左記の 被疑者を拘置所に移送

の額を掌で突いた 事実がある旨の報 し，被疑者や同席してい

り，腹部を殴打し 告があった。 た通訳人等から事実確認

たり，耳を引っ張 をした上，警察に対し，

ったり，脛を蹴っ 取調べ警察官を厳正に処

たりした。 分するよう求めた。
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警察官が，被疑者 取調べ警察官は，特別公

の権利を否定する 務員暴行陵虐罪により検

ような発言や，弁 察官に送致されるととも

護人との信頼関係 に，停職６月の懲戒処分

を阻害するような を受け，依願退職。

発言をした。

第６ 確定事件記録の検討

我が国の捜査においては，事案の真相解明のために取調べが重要な機能を果

たしているとされ，取調べの録音・録画によりその機能が損なわれるとの指摘

もあることから，具体的事件に基づいて，「取調べを通じた被疑者等の自白が

事実認定においてどのような役割を果たしているのか」，「取調べの録音・録

画が捜査にとって有用なこともあるのではないか」，「取調べの録音・録画が

取調べの機能にどのような影響を与えると考えられるのか」という点を検討す

ることとした。

１ 調査方法

①平成２１年１月５日から同年６月３０日までの間に確定した事件のうち，

現住建造物等放火，強姦等，収賄等，殺人，強盗殺人等，公職選挙法違反，組

織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反等の一定の重い罪名

を含む全ての事件（７７７件）及び②全国の高検及び地検の検察官から，確定

の時期を問わず，取調べの可視化の在り方を考える上で参考になる点を含むと

して推薦を受けた事件（１７９件）の合計９５６件を対象として確定事件記録

を調査し，参考となる事例を抽出した。

２ 調査結果

取調べの可視化の具体的な在り方を検討する上で有用と考えられる事例につ

いて，別添資料１「事例集」のとおり

○ 自白の役割に関する事例

・ 被疑者の自白がなければ起訴できなかったと考えられる事例

・ 被疑者の自白がなければ当該罪名では起訴できなかったと考えられる事

例

・ 被疑者の自白がなければ重要な情状事実を解明できなかったと考えられ

る事例

・ 共犯者等の自白がなければ被疑者を起訴できなかったと考えられる事例

○ 取調べの録音・録画が有用であると考えられる事例

・ 録音・録画をしていれば，取調べ状況をめぐる争いを防止できたと考え

られる事例
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・ 録音・録画をしていれば，供述調書への署名・指印を拒否する被疑者の

供述を証拠化できたと考えられる事例

・ 録音・録画をしていれば，被疑者が弁解を不合理に変遷させていること

を明らかにすることができたと考えられる事例

○ 取調べの録音・録画が取調べに影響を与えると考えられる事例

・ 被疑者の心理や供述態度に影響を与えると考えられる事例

・ 被害者や関係者のプライバシー等に影響を与えると考えられる事例

・ 捜査手法に影響を与えると考えられる事例

の各項目ごとに取りまとめた（注１）。

上記①の７７７件の事件のうち，逮捕当初否認していた被疑者が起訴までに

自白に転じた事件が１０６件あり（１３．６％），そのうち司法警察員の取調

べで自白に転じた事件が８１件で，検察官の取調べで自白に転じた事件が２１

件であり，その他が５件であった（注２）（注３）。

また，自白がなければ起訴することが困難であると考えられる事件が１５７

件（２０．２％），自白がなければ当該罪名で起訴することが困難であると考

えられる事件が２５件（３．２％），被疑者が否認していたものの，共犯者が

自白していたために起訴できたと考えられる事件が２３件（３．０％）であっ

た。

さらに，組織的犯罪に該当する事件は１０４件（１３．４％），被疑者の供

述に関係者の名誉等に重大な影響を及ぼす内容が含まれていた事件は１２１件

（１５．６％），被疑者が供述又は調書化をちゅうちょ又は拒否していた事件

は１７件（２．２％）であった。

（注１）「事例集」は後記第７のヒアリング調査等によって得られた事例からも抽出

している。

（注２）検察官の取調べで自白した後，否認に転じ，その後に警察官の取調べで再度

自白するに至った事件が１件あり，これについては，司法警察員の取調べ及び

検察官の取調べで自白に転じたものとしてそれぞれ計上している。

（注３）「その他」には，裁判官による勾留質問時に自白に転じたもののほか，調査

した結果，いずれの段階で自白に転じたのかが不明なものが含まれる。

第７ ヒアリング調査，検察官アンケート調査

取調べの録音・録画が捜査・公判に及ぼし得る影響の内容，程度等を把握す

るためには，豊富な取調べ経験を有する捜査経験者等から意見聴取することが

有効であるとも考えられた。

１ ヒアリング調査

(1) 調査方法

捜査・公判経験の豊富な検事２８名及び現場の第一線で捜査に従事してい
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る又は従事していた警察官１４名（いずれも既に退職した者を含む。）に加

え，取調べでの通訳経験を有する通訳人７名（注）を対象として，個別に聞

き取り調査を実施した。

（注）７名中３名は，録音・録画が実施された取調べでの通訳経験を有している。

(2) 調査結果

別添資料２「ヒアリング調査結果（主な意見）」記載のとおり。

２ 検察官アンケート調査

(1) 調査方法

平成２３年４月２０日時点で高検又は地検に勤務する検事（検事長，検事

正等を除く。）のうち，平成２０年４月３０日以前に任官した者１１００名

を対象として無記名方式でアンケート調査を実施し，１０４２名の検事から

回答を得た。

(2) 調査結果

取調べの可視化（一部を含む。）について，取調べの適正確保の効果があ

ると考える検事が７７．１％，自白の任意性の立証・判断を容易にすると考

える検事が８５．４％，信用性の立証・判断を容易にすると考える検事が７

０．７％であるなど，取調べの可視化に関して一定の有用性を肯定する検事

が多数であった。

他方で，近時，被疑者から真実の供述の獲得が困難になったと考えている

検事が７４．５％であり，取調べの可視化によって，被疑者から真実の供述

を獲得することが困難になると考える検事は９１．０％であった。

また，８６．４％の検事が，真相解明を図るためには現在取り得る捜査手

法では十分でないと考えていることも明らかとなった。

詳細は，別添資料３「国内アンケート調査結果」記載のとおり。
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事例集
第１ 自白の役割に関する事例

１ 被疑者の自白がなければ起訴できなかったと考えられる事例

(1) 被疑者の自白がなければ犯罪の存在自体を認定できなかったと考えられる

事例

事例１－１

暴力団甲組組員Ａが，兄貴分のＢらとともに，甲組幹部Ｃを監禁して絞殺した上，

その死体を土中に埋めて遺棄した事案。

Ａの供述に基づいて，Ｃの死体が発見されたため，Ａ・Ｂらを殺人罪，死体遺棄

罪によって立件できた事案であり，Ａの自白がなければ，殺人罪，死体遺棄罪での

起訴はできなかった。なお，Ａも，当初は，組織から命を狙われることを怖れて否

認していた。

事例１－２

店の主人Ｂが被害者となった遺体なき殺人事件。

Ｂの失踪後，同店の店員Ａが商品を勝手に持ち出すなど不審な行動をしていたこ

となどから，Ａの関与が疑われたが，これを裏付ける証拠は一切なかった。

別件で逮捕されていたＡを取り調べたところ，Ａは，「店にあった美術品でＢを

撲殺し，遺体を運河に捨てた。」旨の自白をした。死体は発見されるに至らなかっ

たが，Ａの供述どおりの場所にＢの血痕が多量に付着していたことから，Ａの供述

が裏付けられ，殺人罪，死体遺棄罪で起訴された。Ａの自白がなければ起訴はでき

なかった。

事例１－３

Ａが，祖父母と同居している建物にライターで点火して放火し，祖父を死亡さ

せた事案。

祖父母への不満を抱いていたことからＡが犯人として疑われたが，Ａは，当初，

失火である旨の弁解をしており，ほかにAの犯行であることをうかがわせる証拠は

なく，Aの自白がなければ，放火はもとより，殺人について起訴することはできな

かった。

別添資料１
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事例１－４

Ａが，合コンに参加したＢ女を泥酔させた上，姦淫した事案。

Ｂ女の体内からＡの精液が検出されており，ＡがＢ女と性交した事実は認定でき，

しかも，目撃者の供述によってＢ女が泥酔していたことも認定できるものの，Ｂ女

には被害時の具体的記憶がなかったため，Ａの自白がなければ起訴はできなかった。

事例１－５

税務署職員Ａが，Ｂと共謀し，相続税の納付期限延長等の相談に訪れていたＣ

から現金合計１０００万円を受け取り，Ｃのために有利な書類を偽造するなどの不

正行為に及んだという贈収賄の事案。

当初，Ｃは，任意での取調べを拒否しており，また，Ａ及びＣは，逮捕後もしば

らくはＢの存在を隠した形で虚偽供述をしていたが，その後，３名とも自白するに

至った。

現金の授受の大半が密室において手渡しで行われており，被疑者の自白がなけ

れば，事実関係の特定は困難で，起訴することはできなかった。

事例１－６

被害届が提出されていなかった強姦未遂事件について，被疑者供述を端緒とし

て立件した事案。

風呂に入っている女性Ｃ女をのぞき見しようとして住居侵入罪により逮捕された

Ａが，別件のＢ女に対する強姦未遂事件を自白した。Ａの供述をもとにＢ女に確認

したところ，強姦未遂の被害に遭ったことを話すに至り，気持ちの整理を付けた上，

警察に告訴状を提出した。そのため，ＡをＢ女に対する強姦未遂罪でも起訴した。

(2) 被疑者の自白がなければ犯人性を認定できなかったと考えられる事例

事例１－７

ラブホテル内におけるデリヘル嬢Ｂ女に対する強盗殺人，強制わいせつ致死事

別添資料１
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別添資料１

件。Ａの使用車両が犯行時刻ころ犯行現場付近で目撃されていること，Ａが実母Ｃ

に犯行をほのめかす供述をしていたことなどが明らかとなり，Ａが容疑者として浮

上し，Ａに対する任意取調べを実施した。

Ａは，当初，死刑になることを怖れて否認していたものの，警察官の身上経歴に

関する苦労話を聞くと共に，自分の生き方について諭されるなどしたことから，Ｂ

女に申し訳ないことをしたと考え，取調べで自白した。Ａの供述に基づき，Ｂ女の

携帯電話と財布も発見されたことから，Ａを強盗殺人，強制わいせつ致死事件で起

訴した。

事例１－８

公園のトイレで男児Ｂの絞殺遺体が発見された事案。

実母Ａは，「ちょっと目を離したすきに男児がいなくなって殺された。」旨供述し

たが，本件への関与が窺われる不審人物も浮上せず，むしろ，Ａが自らの難病に加

えて，発達障害をり患している男児Ｂのことを思い悩んでいた事情が明らかとなり，

Ａによる犯行の疑いが浮上した。

そこで，Ａを取り調べたところ，Ａは男児Ｂの首をビニールチューブで絞めて殺

したことを自白し，更に凶器は，実家のゴミ袋の中にある旨供述した。そして，そ

の実家のゴミ袋の中を捜索したところ，Ａの供述どおり，凶器のビニールチューブ

が発見された。

事例１－９

近隣のホテル３軒に対する連続放火事件。

Aが，いずれの日も被害に遭ったホテルに宿泊していたことから，本件の容疑者

として浮上した。警察は，Ａの行動確認をし，Aが４件目の犯行に及んだ場面をビ

デオ撮影することに成功した。そこで，このビデオを主要な証拠としてＡを逮捕し

たところ，Ａが，逮捕事実とともに，前記３件の放火についても自供したことから，

余罪についても立件できた。

余罪事案については，Ａの自白がなければ，起訴できなかった。

２ 被疑者の自白がなければ当該罪名では起訴できなかったと考えられる事例

事例１－１０
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勤務先の上司Ｂから借金の返済を迫られたＡが，返済に窮して，Ｂを殺害すると

ともに，その財布を奪った事案。

Ａは，犯行後，妻の説得によりＢの財布を持参して警察に出頭したが，当初，

強盗殺人の故意を否認し，「Ｂが，借金を返済しないＡに激高し，『そんなに金がい

るなら，勝手に持っていけばいい。』と言って財布を投げ付けてきた。馬鹿にされ

たと思ってカッとなって殺害した。財布は無意識に自分のポケットに入れた。」旨

弁解していた。その後，Ａは，「財布を盗って，借金も免れようと思った。」として，

強盗殺人の故意を認め，Ａを強盗殺人で起訴した。

Ａの自白がなければ，殺人と窃盗での起訴に止まった可能性が高い。

事例１－１１

知人女性Ｂに交際を断られたことを逆恨みしたＡが，Ｂ女を失神させて姦淫した

上，殺害し，同女のキャッシュカード等を窃取した事案。

ＡがＢ女の遺体を自宅押し入れに１か月余り隠匿していたことから，遺体の腐敗

により死因等が判明せず，Ａの自白がなければ，殺意，姦淫事実は認定できず，傷

害致死等による起訴に止まった可能性が高い。

事例１－１２

Ａが，出産直後の男児Ｂの顔面をマットに押し付けて窒息死させた殺人事件。

解剖の結果，男児Ｂの死因が窒息死であることは判明していたが，男児Ｂの殺害

方法は客観証拠から明らかでなく，目撃者も存在していないことから，Ａの自白が

なければ，保護責任者遺棄致死罪又は重過失致死罪等での立件にとどまった可能性

もある。

事例１－１３

Aが，同僚とのあつれき等によって重度のストレス反応状態に陥り，妻のＢ女と

心中しようと考え，就寝中のＢ女を絞殺した事案。

B女もＡがうつ病にり患したことを悩んでいた事情が認められる上，犯行場所が

Ａの自宅で，目撃者も存在しないことなどから，殺害についてB女の承諾を得た旨

の弁解がなされた場合には，殺人罪で起訴することができず，承諾殺人罪での起訴

にとどまった可能性があった。
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３ 被疑者の自白がなければ重要な情状事実を解明できなかったと考えられる事

例

事例１－１４

Ａが，死後に姦淫する目的で女性を殺害しようと考え，通りすがりのＢ女を車で

はねた後，首を絞めるなどして殺害しようとした事案。

当初，警察は，Ｂ女の供述や事件の客観的態様から，Ａが前方不注視により交

通事故を起こしたところ，その発覚を恐れ，首を絞めてＢ女を殺害しようとしたと

の事実を認定して，同事実でＡを緊急逮捕しており，Ａもこれに沿う供述をしてい

た。しかし，その後，Ａは，死姦目的を自白するに至り，B女を殺害しようとした

動機が明らかになった。

なお，Aは，本件の動機について，過去の性風俗店での経験によって，性行為を

している自分を相手に見られたくないと思うようになったため，女性を死姦したい

と思うようになったと詳細に供述しているが，当初，この点を供述しなかった理由

について，自分がこのような猟奇的な願望を抱いていたことを母を含め家族に知ら

れたくなかったからであると述べていた。

４ 共犯者等の自白がなければ被疑者を起訴できなかったと考えられる事例

事例１－１５

Ａが，不倫関係にあったＢ女とともに，Ｂ女の夫Cを殺害して現金を強取した事

案。

Ｂ女が警察に申告したことから発覚した事件であり，その後のＢ女の供述に基づ

いて，Ａも逮捕され，強盗殺人罪等によって起訴されるに至った。もっとも，逮捕

当初，Ｂ女は，１人で夫Cを殺害した旨弁解して，Ａに関する供述を一切していな

かったが，これはＡと不倫関係にあったことが子供たちに発覚することを怖れたた

めである。

事例１－１６

覚せい剤の営利目的譲渡事件。

暴力団甲組の組員Ｂが，若頭Ａから覚せい剤を入手した旨供述したことから，完
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全否認であったＡを覚せい剤取締法違反により起訴した。

Ａの公判で，Ｂは，「氏名不詳の中国人から覚せい剤を入手した。」旨証言し，捜

査段階の供述を翻したが，Ａの捜査段階の供述が信用できるとして，有罪が言い渡

された。

事例１－１７

暴力団甲組組員Ｂが拉致され，行方不明となった事案。

対立暴力団乙組のＡ組長以下６名の組員の関与が疑われたため，別事件で起訴さ

れていた６名の取調べを実施した。

当初，６名は，いずれも，「拉致した男は解放した。解放後，どこかにいなくな

ってしまった。」旨弁解したが，なお，粘り強く取調べを実施したところ，下位者

で，拉致の実行行為者Ｃが，「上位者ＤがＢの足を拳銃で撃った。Ｂを車のトラン

クに入れて運んでいたところ，Ｂが死亡した。」旨自白し，共犯者の関与状況を明

らかにするとともに，死体の遺棄場所も供述し，その場所から死体が発見されたこ

とから，否認していたAらについても起訴することができた。

事例１－１８

Ｃが行方不明になっていたことから，Ｃの失踪直前にＣと接点があったＡ及び

Ｂを任意で取り調べたところ，Ａ及びＢは，Ｃを殺害して死体を一旦山に埋めた後，

掘り返して更に川に投棄したことを供述したため，両名を死体遺棄で逮捕した事案。

しかし，Ａ及びＢの供述に基づいて死体の捜索を行ったものの，死体を発見する

ことができなかったため，殺人罪の立件はできずにいた。その後，Ａが，取調官に

対して「実は，死体はフッ酸の中に投げ入れて，溶かして処分した」と供述し，警

察においてＡの供述するフッ酸の貯蔵庫を捜査したところ，フッ酸の中からＣの入

れ歯が発見された（死体は溶けてなくなっていた）。そこで，Ａの自白に基づき，

Ａのほか，当初の虚偽供述を最後まで維持したＢについても，殺人で起訴した。

事例１－１９

夫Aと妻B女が共謀の上，B女の連れ子Cに対し，しつけの名の下に，日常的な

暴行を加えるとともに，全裸の状態で寒冷な自宅浴室内に逮捕監禁した上，全身に

冷水を浴びせるなどしてCを死亡させた事案。

実行行為者Aを逮捕して取り調べたところ，B女との共謀についても認めるに至
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ったことから，それらの証拠をもとに，B女を逮捕し，起訴することができた。

なお，Aは，B女と共同審理されたが，公判では，Ｂ女と同じく，「本件はＡの

単独犯であって，Ｂ女の責任は幇助犯にとどまる」と主張し，Ｂ女をかばう供述に

終始した。

事例１－２０

土地開発行為に関する市長の諮問機関である審議会の委員であるＡが，宅地開

発を計画していた建設会社役員Ｂ，Ｃ及び同社から造成工事を請け負うことを予定

していた建設会社の役員Ｄから現金５０万円を受け取ったという収賄事件。Ａは犯

行を否認していたが，対向犯であるＢ，Ｃ及びＤの供述により，収賄事実が特定さ

れ，起訴することができた。
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第２ 取調べの録音・録画が有用であると考えられる事例

１ 録音・録画をしていれば，取調べ状況をめぐる争いを防止できたと考えられ

る事例

事例２－１

外国人であるＡの日本語能力が問題となった事案。

Ａは，取調べ時に，自ら日本語でメモを書くなどしながら，犯行を自白する供述

をしたことから自白調書を作成した。しかし，公判では，「私，日本語分からない。

読めない。書けない。」と虚偽の弁解をし，自白調書の任意性・信用性を争った。

事例２－２

通訳人に説得されてやむなく署名したと主張した事案。

Ａは，検察官に対して殺人の犯行態様，殺意を含めて自白し，その旨の検察官調

書を作成し，通訳人を介して読み聞かせたところ，Ａは署名・指印するとともに，

通訳人に対して，「上手に通訳してくれてありがとう。」と御礼の言葉を述べた。

しかし，公判では，犯行態様と殺意を否認し，検察官調書について，「読み聞か

せ時に，通訳人に対し，『そんなことは言っていない。』と申し立てたが，通訳人と

口論となり，最終的に，通訳人から，『いいから署名しろ。』と言われやむなく署名

した。」などと主張して任意性を争った。

事例２－３

Ａが取調室で犯行再現をしていたにもかかわらず，公判で犯行態様を争った事

案。

Ａは，犯行を自白していたが，被害者Ｂを蹴った場面については，口下手なこと

もあってなかなか説明しなかった。そこで，説得していたところ，Ａが取調べ中に

立ち上がり，「こんな感じで蹴った。」と言って，取調室の椅子を蹴り，犯行態様を

再現しながら自白したことから，ＡがＢを蹴る場面について自白調書を作成した。

しかし，公判では，犯行態様の一部を否認するとともに上記自白調書の任意性

を争い，検察官が「こうやって蹴ったんだろう。」と言って机を蹴ったのでやむな

く認めたなどと虚偽の弁解をした。
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２ 録音・録画をしていれば，供述調書への署名・指印を拒否する被疑者の供述

を証拠化できたと考えられる事例

事例２－４

Ａが，犯行状況を詳細に供述しつつも，弁護人からの指導により供述調書への

署名・指印を拒否すると述べていた事案。

Ａは，取調べにおいて，外国のホテルで敢行した保険金殺人事件について初期の

段階から事実を認めて詳細に供述したが，供述調書への署名・指印についてはかた

くなに拒絶していた。取調官において，Ａにその理由を尋ねたところ，弁護人から

供述調書に署名・指印をしないように指導されているとのことであった。

３ 録音・録画をしていれば，被疑者が弁解を不合理に変遷させていることを明

らかにすることができたと考えられる事例

事例２－５

暴力団組員Aが，交際相手B女と共にバカラ賭博店を経営していた事案。

逮捕当初，Aは，「本件には全く関係ない。もちろん出資したこともない。」と述

べて否認し，B女も，「Aはバカラ店に出資してくれたが，店を経営していたのは

自分１人である。」と述べて，Aとの共謀の事実について否認していた。ところが，

その後，弁護人が，A及びB女に順次接見した後，突如として，B女は，「Aから出

資してもらったと供述したが，それは勘違いであって，Aに金を出資してもらった

ことも，Aから金を借りたこともない。」と述べるようになり，Aの弁解に沿うよ

うに，その弁解を変遷させた。
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第３ 取調べの録音・録画が取調べに影響を与えると考えられる事例

１ 被疑者の心理や供述態度に影響を与えると考えられる事例

事例３－１

外国人グループに所属するＡらが，暴力団組員を拉致して殺害した事案。

逮捕されたＡらは，取調べにおいて，逃亡中のＢが主犯であると供述した。し

かし，「あいつは本当に何人も殺している。Ｂが，ＣとＤを殺害したと聞いたこと

がある。自分がしゃべったことがばれたら絶対にＢに殺される。あいつを捕まえて

死刑にしてくれるなら署名する。」と述べて，調書化を拒否した（なお，その後，

捜査機関が裏付け捜査を実施したところ，ＣとＤが行方不明になっていることが判

明）。

事例３－２

暴力団甲組組員Ａらが，暴力団乙組の組事務所に拳銃で発砲した事案。

警察において，当時，乙組と対立していた暴力団甲組に所属する現場指揮者Ａと

実行行為者Ｂを割り出し，同人らを逮捕して取調べを行ったところ，逮捕当初，現

場に同行したことすら否定して完全否認していたＡが，その後の取調べにおいて，

甲組組長Ｃの関与を含めて，犯行を自白するに至ったため，Ａの自白調書等に基づ

いて，Ｃ組長を検挙した。

なお，Ａは，捜査官に対してＣ組長の関与を認めた後も，「上をうたったら業界の

信用を失う。」などとして，この点に関する供述調書化を拒否しており，その後，Ｃ

組長の関与について供述調書に署名・指印したが，「自分がしゃべっている姿を他人

に見せるわけにいかない。」などと申し立てて，録音・録画を拒否した。

事例３－３

覚せい剤の営利目的所持事件。

外国人の密売人Ａが，検事の取調べにおいて，薬物の入手先等を含め，密売組織の

全容について供述するに至ったものの，「弁護人と接見に同行していた通訳人は組織の

人間である。弁護人を通じて，自分が供述した内容が組織に伝わると，家族に危害が

及ぶおそれがあるので，組織の全容等について記載された供述調書に署名・指印する

ことはできない。」と述べ，調書化を拒否した。
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事例３－４

地元不良グループの構成員Ａらによる振り込め詐欺事件。

実行担当者Ａは，当初，単独犯行である旨弁解していたが，その後の取調べにお

いて，主犯格であるＢの氏名・役割等を含め，犯行の全容を供述するに至ったこと

から，Ｂらを検挙した。

なお，Ａは，Ｂの関与を認めなかった理由について，「自分の供述によってリーダ

ーが逮捕されたことが分かれば，後にリーダーから報復されるかもしれないし，こ

のことが地元の仲間に知れ渡ったら，今後，地元で生活することができなくなると

考えたからである。」旨述べた。

事例３－５

内縁関係にあるＡ女及びＢが，共謀の上，Ａ女が出産した嬰児Ｃを殺害し，その

死体を焼損して損壊した事案。

Ａ女は，当初，自己の犯行は認めるものの，Ｂの関与は否定していた。その後，

Ａ女は，Ｂの関与を供述するに至ったが，暴力団組員であるＢを怖れて調書化を拒

否し，その後，取調官の説得により，調書化に応じるに至った。Ｂは，完全否認で

あったが，Ａ女の供述により有罪となった。

事例３－６

Ａによる強姦事件。

捜査段階で自白していたＡが，公判で否認に転じたことから，Ａの余罪に関する

取調べの際に，Ａに対し，公判で突然否認した理由を尋ねたところ，Ａは，「裁判に

は，女房も見に来ていたでしょう。やはり女房の前で強姦したことを認めることは

できなかった。」と答えた。

事例３－７

Ａが，親族である女性を殺害した事案。

Ａは，殺害後，被害者Ｂの遺体を損壊していた。Ａは，Ｂの遺体を損壊した理由

について，Ｂの行状に不満を抱いていたとして真の動機を供述したものの，この点
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の調書化には最後まで応じなかった。

事例３－８

Ａによる強盗強姦事件。

Ａは，本件強盗強姦罪で逮捕されて自白し，警察及び検察で録音・録画を実施し

た。その後，Ａは，数十件の強姦・強姦致傷等の余罪を自白したが，その際，「事件

の内容も恥ずかしいし，取調べを受けている姿も見られたくないので，カメラはや

めて欲しい。」と申し立てたため，余罪については，録音・録画の実施を断念した。

事例３－９

Ａが，Ｂ女を強姦しようとしたが抵抗されて未遂にとどまった事案。

Ａは，逮捕当初，単に金品強取目的にすぎないと弁解していたが，その後，自白

するに至り，「知人女性Ｃ女と定期的にＳＭプレイに興じており，その経験から，裕

福なＢ女を強姦して，ＳＭプレイをして同女を屈服させれば，継続的にＢ女から金

を引き出すことができると思い，Ｂ女を強姦しようとした。」と供述するとともに，

本件と無関係のＣ女とのＳＭプレイに興じていた状況等についても供述した。そし

て，Ａは，弁解していた理由について，「強姦目的であったことを認めると，自分の

性的嗜好やＣ女との間で定期的にＳＭプレイに興じていたことまで供述せざるを得

なくなり，そのことが同棲中のＤ女や家族に発覚することを怖れていた。」旨供述し

た。

事例３－１０

会社社長Ａが，愛人Ｂ女を従業員に仮装して架空人件費を計上するなどとして法

人税を免れた事案。

Ａは，逮捕後も，経費の架空性を否認し，また，在宅で取調べをしていたＢ女も，

査察調査の直前にＡと別れたものの，長年Ａと交際していたことから，当初，「出社

はしていなかったが，会社からの指示を受けて仕事をしていた。」旨Ａの弁解に沿う

供述をしていた。検察官は，取調べの際，Ｂ女が泣きながら，実はＡから罵倒され

て捨てられて悔しい思いをしたことなどを供述し始めたことから，Ｂ女に対し，「そ

のようなＡに義理立てする必要はないのではないか。」などと諭したところ，Ｂ女は，

Ａとの性的関係についても赤裸々に供述するに至るとともに，自らが架空の従業員

であったことなどを認めた。その後，検察官は，Ｂ女の供述を前提として，Ａの取
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調べを行い，Ａは全て自白するに至った。

事例３－１１

暴力団甲組組員Ａが，甲組本部長Ｂらと共謀の上，配下組員Ｃに暴力を振るって

死亡させ，死体を焼却処分した事案。

Ａは，検察官による取調べにおいて，Ｂらとの共謀事実等を自白しつつも，「ビデ

オとか回しているんじゃないか。やくざだし，チンコロ野郎にはなりたくない。警

察官を信用して，雑談として知っていることを話したにすぎない。」旨述べて，調書

化することを拒否していた。

その後，このＡの供述等に基づき，Ａ及びＢらを逮捕・起訴した。

事例３－１２

覚せい剤密売グループに所属するＡが，同グループ後輩のＢを助手席に乗せて普

通乗用自動車を運転中，赤色信号を殊更無視して交差点に進入して，歩行者数名に

傷害を負わせ，逃走した事案。

警察の取調べにおいて，Ａ・Ｂ両名とも全く身に覚えがないとして否認していた

が，Ｂの知人のＣを取り調べたところ，調書化することを拒否しつつも，「Ｂが，以

前，『赤信号を無視して高速度で運転中に人をはね，そのまま逃げた。Ａだけでなく，

俺も悪いんだ。』との話をしていた。」旨供述した。そこで，Ｂを取り調べたところ，

Ａが運転中に交通事故を起こしたことや，その犯行状況について，詳細に自白する

に至り，Ａを起訴した。

２ 被害者や関係者のプライバシー等に影響を与えると考えられる事例

事例３－１３

Ａが，被害者Ｂ女方においてＢ女を強姦した事案。

Ａは，犯行に当たり，Ｂ女宅にあった自慰行為用の器具を用いた旨の供述をした

が，取調官は，Ｂ女のプライバシー等保護の観点から，同供述内容を調書化しなか

った。

また，犯行状況の詳細についても，同様の観点から，立証に必要な最小限度の内

容を調書化するにとどめた。



- 14 -

別添資料１

事例３－１４

Ａが，Ｂ女を数日間にわたって監禁した事案。

Ａは，同事実によって逮捕・勾留されたが，取調べにおいて，監禁中にＢ女を強

姦した事実を供述した。そこで，Ｂ女に確認したところ，Ｂ女は，強姦の被害にあ

った事実は間違いない旨供述したものの，強姦の被害に遭ったことが周囲に発覚す

ることなどを怖れ，告訴しないとのことであった。そのため，取調官は，Ｂ女のプ

ライバシー等保護の観点から，Ｂ女を強姦したことについては調書化しなかった。

事例３－１５

高校からの帰宅途中の女子高校生を強姦した事件において，被害者が特定される

おそれがあるため，被害者の氏名はもとより，被害者が通学する高校名も被疑者調

書に録取しなかった。

事例３－１６

Ａが，１０年来の愛人であるＢ女と共に妻であるＣ女を殺害した事案。

Ａは，Ｃ女，その両親及び３人の子供と共に居住していた。Ａは，犯行を自白し

たが，その供述には，ＡとＣ女の間の次男とされている子供が実はＡとＢ女との間

の子供であることなども含まれていたため，取調官は，事件の立証に直接関係のな

い関係者のプライバシー等にわたる点については，調書化しなかった。

事例３－１７

Ａによる食料品に関する偽装表示事件。

捜査の過程で，Ａは，問題となった取引の過程でペーパー会社を介在させるなど

して裏金を捻出し，その裏金を政治家やＡと不倫関係にあった有名人女性への金品

供与に用いていたことが判明し，Ａもこれらの事実について詳細に供述したが，取

調官は，本件事案と直接関係しないことや関係者のプライバシー等保護の観点から，

調書においては概括的な記載にとどめた。
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事例３－１８

弁護士であるAが，破産管財人として管理していた資金を横領した事案。

Aは，経済状態が悪化し，弁護士業務が自転車操業に陥る中で犯行に及んだもの

であり，その経緯に関連して，弁護士として扱った個別の事件について，事案の具

体的内容，依頼者の身上・性格・資産状況，依頼者から早期の事件処理を催促され

ていた状況等を詳細に供述した。しかし，取調官は，関係者のプライバシー保護等

の観点から，調書においては概括的な記載にとどめた。

事例３－１９

地方自治体の首長Aによる収賄事件。

逮捕事実や余罪として立件された事実とは別に，Aの初当選時，地元の名士でも

あったAの父が，地元選出の国会議員らに対して金を配った旨記載された詳細なメ

モが発見・押収されており，取調べの中ではそのメモの内容についても話が及んだ

が，検事は，最終的にその証拠物に基づいて事件を立件することがなかったことな

どから，そのメモに記載された内容については調書化しなかった。

事例３－２０

Ａが，モデル撮影と称して女性を呼び出して強姦した上，その場面を撮影したビ

デオをネタとした恐喝を繰り返していた事案。

Aは，取調べにおいて，パソコンに保存していた多数の女性の裸体や姦淫場面の

画像データを基に，各被害女性の具体的氏名を挙げながら，その犯行状況について

も詳細に供述したが，警察官も検事も，被害女性の意向等に鑑み，立件しなかった

事案に関するＡの供述については調書化しなかった。

３ 捜査手法に影響を与えると考えられる事例

事例３－２１
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中国人窃盗団に所属するＡらによる住居侵入・窃盗事件。

現行犯人逮捕された中国人Ａは，取調べにおいて，上位の共犯者Ｂらの人定を

含めた犯行状況とともに，所属する中国人窃盗団甲の組織の全容について供述した。

しかし，甲においては，構成員は，組織に加入する際，祖国の家族，連絡先などを

明らかにするよう求められ，「組織を裏切ったら，家族らの命はないものと思え。」

などと脅されており，Ａも，現に，ミスを犯した構成員が指を折られるなどの制裁

を受けた場面を目撃したことがあった。そのため，Ａは，報復をおそれ，組織の全

容はもとより共犯者の氏名や役割等に関する供述調書化を拒否した。

そこで，警察は，Ｂらの人定が判明した後も，直ちにＢらを逮捕することはせ

ずに行動確認を続け，Ｂらがその後に敢行した別の窃盗事件について捜査を進めた

上で，同窃盗事件及びＡと共に敢行した本件住居侵入・窃盗事件の両方で逮捕する

形をとった。

事例３－２２

暴力団組員Ａら複数名が資金を出し合い，他組織の暴力団組長から，宅配便を利

用して覚せい剤を共同購入した事案。

覚せい剤在中の宅配便を受け取って逮捕されたＡは，当初，「他人に頼まれて宅配

便を受け取っただけだ。」などと弁解したが，その後，検察官の説得に対し，「ここ

だけの話だが，知り合いの暴力団組員Ｂ，Ｃと共に現金を出し合って覚せい剤を買

った。」などと供述して犯行を自白するとともに，捜査側が把握していなかった内容

を具体的に供述した。しかし，他方で，Ａは，「ヤクザの体面があるから，自分が話

をしたことは公にしないでほしい。もちろん調書には署名できない。」と述べて調書

化を拒否した。もっとも，この供述に基づく裏付け捜査により，Ｂ及びＣを検挙し

た。

事例３－２３

会社社長による脱税事件。

同社長の秘書Ａを取り調べたところ，Ａは，「社長から，証拠物の日記を隠せと指

示され，駅のコインロッカーに隠した。」と供述したものの，Ａは，同時に，「私が

話したことは，誰にも言わないでください。」と強く申し立てた。

そこで，Ａと打ち合わせ，取調べ終了後にＡが駅のコインロッカーに立ち寄り，

日記を確認したところを，Ａを尾行していた検事に見つかるという形を取ることに

した。そして，Ａも，検事も，取調べ終了後，打ち合わせどおりに振るまい，重要

な証拠物である日記を押収するに至った。
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事例３－２４

国立大学の医者による医薬品選定に絡む贈収賄事件。

製薬会社甲の社員Aが，別の製薬会社が開発した分子式の資料を窃取したという

事件において，Aを窃盗罪で起訴した後の取調べで，Aに対し，違法行為をしてい

る医者についての情報提供を求めたところ，Aは，ある国立大学の医者Bの名前を挙

げた上，「Bの愛人の口座に振り込んでいます。」と供述した。

この供述については情報源秘匿の観点から調書化はせず，この供述に基づき，B

の愛人の口座を調べたところ，甲社以外からのものも含め複数の入金が判明したこ

とから，医薬品選定に絡む贈収賄事件を立件するに至った。

事例３－２５

市長選において，市議である選対幹部Ａら数名が運動員を１人ずつ呼び出し，現

金を供与した現金買収事件。

Ａは，取調べにおいて，「全部しゃべる。しかし，まだ調書にはしないで欲しい。

私の供述に基づき，他の人をしゃべらせ，その供述を先に調書にして欲しい。」と申

し立てた。その理由について，Ａは，「一番先に自白したことが形に残り，裏切り者

と思われるのが耐えられない。」と話した。
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ヒアリング調査結果（主な意見）

１ 検事及び警察官からのヒアリング結果

(1) 我が国の刑事司法制度における取調べ・自白の位置付け

○ 自白がなければ起訴に至らなかった事件はいくらでもあり，殺人，放火

などの事件は，誰かが見ているところで行われることはまれで，最後は本

人の供述によるところが大きい。

○ 贈収賄や選挙違反事件の大半は，少なくとも供与者か受供与者の一方の

自白がなければ立件は不可能である。

○ 自白がなければ起訴できない事件は枚挙にいとまがないが，例えば，被

疑者を任意同行して取り調べ，自白を得た上，その裏付けを取る（死体の

発見，被害者の骨の一部を発見，海の中から凶器を発見等）ことによって

真犯人の検挙に至る事例が挙げられる。

○ 薬物事件の故意，延焼の認識，強姦の犯意の発生時期等主観面の立証は，

取調べにより獲得した被疑者の供述に頼っているのが実情である。殺意に

ついても，被害者の身体の枢要部を傷つけているからといって直ちに殺意

が認定できるわけではない。

○ 通常の犯罪においても，供述を得なければ検挙できない事件は山ほどあ

るが，取り分け，密室犯罪の検挙や組織犯罪において上位者に迫る突き上

げ捜査は困難になる。

○ 被疑者の供述に基づいて死体が発見されたような殺人・死体遺棄事件だ

けでなく，単純な無銭飲食の事案についても，弁解次第では自白がなけれ

ば起訴することは難しくなる。空き巣の事案でも，被疑者が盗品を持って

いたというだけでは立件は不可能であり，自白がなければほとんど起訴で

きないのが現実である。また，共犯事件については，誰かが自白しなけれ

ば，実行行為を分担していない者を検挙するなどほとんど不可能である。

○ 罪を犯した人間が，事件について自白し，処分について納得して，刑務

所で服役することが再犯防止，ひいては治安の維持につながるのではない

か。否認したまま受刑しても，隔離の効果しかなく，出所後には再犯に及

ぶ可能性が高いのではないか。

○ 自白がなければ立件できない事件はたくさんあるが，実務的には，仮に

起訴できたとしても，自白がなければ公判が長期化し，公判が回らなくな

るのではないかという問題もある。

○ 取調べにおいて被疑者を完全に自白させれば，被害者の証人尋問を実施

する必要がなくなる。例えば，性犯罪の被害者が，公判廷で証言すること

別添資料２
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は屈辱的であり，二次被害になってしまうのではないか。

(2) 取調べの録音・録画の有用性

○ 取調べの全過程の録音・録画にプラス面があるのは事実であり，例えば，

①被疑者による任意性・信用性に関する虚偽の主張に容易に反論できる，

②弁解の不合理な変遷や，犯人でないならば当然するであろう弁解をしな

いことを映像で残すことができる，③いわゆる問答調書で不合理な弁解を

記録化しようとすると，捜査官の意図を見抜かれて調書化に応じないこと

があるが，裁判所がこの映像を見れば被疑者が犯人であるとの心証を抱く

のではないかといったプラス面があると思う。もっとも，取調べの全過程

の録音・録画には，取調べの真相解明機能が失われるという致命的なデメ

リットがある。制度設計に当たっては，この点をよく検討する必要がある

と思う。

○ 取調べの初期の段階から事実を認めつつも，弁護人から拒否するよう指

示されているので，供述調書に署名・指印できないと申し立てる被疑者が

増えているが，黙っていることができない被疑者の場合には，録音・録画

が有効であるかも知れない。

○ 知的能力に問題のある被疑者の捜査段階の取調べにおいて，通常人並み

の応答ぶりを示していたことを正確に証拠化するという意味で，録音・録

画が有効であると考える。もちろん，質問が誘導的であるか，被疑者が自

発的に供述しているか，迎合的に供述しているのかの判断にとっても有用

であると思われる。（もっとも，知的障害者の取調べを可視化することに

ついては，仮に虚偽自白であっても，ＤＶＤを見れば素直に話しているよ

うに見えてしまい，むしろ問題があるのではないかとの指摘をする意見も

あった。）

○ 被告人が，公判において，捜査段階の供述を翻して否認した場合，自白

の任意性・信用性を争うため，取調べ状況を歪曲して針小棒大に訴えるケ

ースが後を絶たない。捜査官が潔白であることを証明するためには，現在，

検察が裁判員制度対象事件において実施している取調べの録音・録画は有

効であると思われる。

○ 供述調書を作成しない，あるいは簡単な供述調書を作成すれば済むよう

になるのではないか。

○ 取調べの全過程を録音・録画すれば，供述調書の任意性，信用性を判断

する資料が大幅に増えることとなり，公判における検察・弁護双方の水掛

け論のかなりの部分が解消され，また，そもそも任意性や信用性が争われ

る事例が減るのではないか。

○ 取調べの全過程を録音・録画すれば，現状の取調べ適正化施策よりも，

より直裁的に取調べの適正を確保することができ，不当な取調べの防止に

別添資料２
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資すると思われる。

(3) 取調べの録音・録画による取調べの機能等への影響

○ 特捜事件では，「絶対に名前を出さないでくれ。」と言って情報を提供

する被疑者や参考人は相当程度存在し，そのような情報を端緒として贈収

賄事件を立件することがあるが，可視化された場合には，そのような捜査

手法をとれなくなる。

○ 経済事件では，カネの流れの全体像を明らかにする必要がある場合，グ

レーなカネの流れだけでなく，白いカネの流れについても取り調べるが，

その中で有名人を含め，様々な人の名前が出てくる。たとえ白いカネの流

れ先として名前が出されたとしても，これが公になった場合には，世間的

には何か事件に関係がありそうだと疑われて不利益を被ることになる。取

調べの対象者も関係者に迷惑を掛けることを気にして，供述を渋るおそれ

がある。

○ 取調べの全過程が録音・録画されることとなると，被疑者が身構え，緊

張してしまい，取調べや自白獲得はかなり困難になると思う。

○ 元裁判官が，テレビで，「客観証拠に反するいい加減な供述をしている

被疑者を取調官が叱りつけるのは当然であって，それが任意性・信用性に

影響することはない。」と述べていたが，検事の中には，裁判所等から違

法又は不当な取調べだと非難されることを怖れ，そのような取調べもでき

なくなる者がいるのではないか。

○ 取調べにおいては，被疑者が被害者への不満を述べることが多々あるが，

その場合，取調官は，「検事が私のことを理解してくれた。」と思わせる

ために，相づち等を打つことも必要になる。仮に可視化されていれば，被

害者等の目を気にして，被疑者の不満を黙って聞いたり，ましてや相づち

を打つこと等は不可能になり，建前だけの淡泊な取調べになってしまい，

自白を得ることは困難になるのではないか。

○ 被疑者が，捜査段階で完全に自白していても，公判では，「検事に脅さ

れた。」などと争う場合が多々ある。これは，関係者が傍聴する公判では，

主張の通る余地が少ないことを分かっていながら，メンツのためにあえて

否認するのである。逆に言えば，公判で争う余地が残されているからこそ，

被疑者は，捜査段階で自白することも多い。

○ 全面可視化した上でＤＶＤの公開等を制限するという考え方があるが，

うまく機能しない。被疑者に対して，「ＤＶＤが表には出ない。」と説得

しても，被疑者から，「絶対に表に出ないなら，なぜカメラで撮るのか。」

と尋ねられた場合にうまく説明することはできない。

(4) 取調べの機能に影響を与えない形での取調べの可視化はどのようなもの
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か。

○ 取調べというのは説得の過程が大半である。取調べにおける説得ではな

くても，人を説得する場面を誰かに見られるとしたら，誰も説得などでき

ないのではないか。説得しないで，１００％最初から真実を話すような被

疑者はいない。調書を署名するところだけであれば，何とかなるかもしれ

ないが，それ以外のところを録音・録画することは難しい。

○ 弁解録取時及び自白後の取調べの録音・録画のほか，被疑者が再度否認

に転じた場合に最終段階の被疑者の言い分を聞くための録音・録画であれ

ば可能であるように思う。

○ 自白の獲得過程を録音・録画することには反対であるが，例えば，弁解

録取手続について録音・録画を義務付けることも考えられるし，当初，否

認していた被疑者が自白に転じた事件については，その後，当初否認して

いた理由や自白に転じた理由について取り調べる機会を作り，その回の取

調べに限り全過程の録音・録画をすることもあり得るのではないか。

○ 否認する被疑者を説得して自白を得る場面は，さすがに可視化されると

自白を獲得することができなくなってしまうと思うが，今般の事態を踏ま

えると，被疑者の自白後に，１本目の調書を被疑者の面前で録取する場面

を録音・録画することは必要かもしれないと思う。

○ 録音・録画していないために任意性が立証できない場合など，立証不十

分であることの不利益は検察官が負担するのであるから，取調べの録音・

録画については，一律に義務付けるのではなく，立証責任を負う検察官の

裁量で実施すべきである。

○ 組織犯罪に限らず，共犯関係がある事件についても可視化は難しい。例

えば，中国人犯罪グループは，家族を犯罪組織に人質に取られているよう

なものである。可視化するのであれば単独犯を対象とすべきであろうが，

捜査の最初の段階では単独犯かどうかは分からないので，その範囲を決め

るのは難しいのではないか。

２ 通訳人からのヒアリング結果

○ 取調べの録音・録画が実施されることで，正確に通訳が行われたことを客

観的に明らかにすることができる。また，通訳の適正に疑義をもたれること

を防止することもできる。

○ 適切に通訳を行っていれば，取調べの録音・録画によって，通訳人として

の業務にデメリットが生じることはないのではないか。

○ 取調べの録音・録画が実施されると，捜査段階での通訳内容を逐語的に再

現できるため，通訳に対する揚げ足取りのようなことが行われかねないので
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はないか。

○ 人間一般の心理として，カメラで撮られると，どうしても緊張してしまう

ので，人によっては，緊張のあまり適切な通訳ができなくなってしまうので

はないか。

○ 外国人による犯罪の中には，組織的背景のある犯罪が少なくないと思われ

るところ，録音・録画が実施されると，通訳人が誰であるかが特定され，組

織から逆恨みされて仕返しされるのではないかとの恐怖心を感じる。
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第１　質問回答者の属性

１　検事経験

回答人数 割合

① 3年以上４年未満 100 9.6%

② 4年以上10年未満 357 34.3%

③ 10年以上20年未満 385 36.9%

④ 20年以上 200 19.2%

1,042 100.0%

(注)１　平成23年4月20日現在の経験年数。

２　録音・録画の実施経験の程度

回答人数 割合

① 経験なし 335 32.1%

② １回以上5回以下 391 37.5%

③ ６回以上10回以下 207 19.9%

④ 11回以上 109 10.5%

1,042 100.0%

第２　質問

１　録音・録画の実施状況等

(1)　現在の録音・録画に際して，苦慮している点や問題点があれば具体的に記入してください（自由記載）。

　・　被疑者が録音・録画を意識するため、緊張して口が重くなる （ 43 人 ）

　・　検察官が必要以上に萎縮するなどして被疑者の追及が困難になる （ 25 人 ）

　・　機材・部屋・通訳人の確保が困難である （ 24 人 ）

　・　被疑者の供述が後退する （ 14 人 ）

　・　被害者・関係者等のプライバシーの保護に配慮する必要がある （ 4 人 ）

国内アンケート調査結果

経験年数

経験回数

合　計

合　計

  　２　「割合」欄は，小数点第2位以下で四捨五入しているため，各項目の合計が100にならな

　　　い場合がある（以下，同じ）。

③,
36.9%

④,
19.2%

①,
9.6%

②,
34.3%

④,
10.5%

③,
19.9%

②,
37.5%

①,
32.1%
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［全体］

割合

① 取調べの全過程を可視化するのであれば効果がある 19.8%

② 取調べの過程の一部であっても可視化すれば効果がある 57.3%

③ 取調べの可視化には効果はない 7.7%

④ 分からない 15.2%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 20.2% 16.9% 22.3% 20.1% 19.8%

② 48.5% 55.9% 56.4% 65.8% 57.3%

③ 7.1% 9.8% 7.3% 5.0% 7.7%

④ 24.2% 17.4% 14.0% 9.0% 15.2%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 21.2% 21.0% 17.5% 15.7% 19.8%

② 59.1% 54.9% 56.3% 62.0% 57.3%

③ 6.0% 7.7% 10.7% 7.4% 7.7%

④ 13.7% 16.4% 15.5% 14.8% 15.2%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

［意見等］

　・　否認から自白に転じた直後に録音・録画すべきである （ 40 人 ）

　・　認否を問わず，弁解録取手続における供述を録音・録画すべきである （ 40 人 ）

　との意見もみられた。

※　③の選択者（８０人）が，可視化には取調べの適正を図る効果がないと考えた理由（自由記載）

　・　取調べ以外の場で脅迫された等の弁解を新たに招くだけ （ 15 人 ）

　・　取調べの適正確保は可視化以外の方法で図るべき （ 10 人 ）

（ 7 人 ）

(1)　取調べの可視化には，取調べの適正を確保する効果があると考えるか

２　取調べの可視化のメリット

※　②の選択者（５９５人）が，どの部分を可視化すれば取調べの適正確保を図ることができる

　と考えているか（自由記載）

　　検察官の判断と責任において，取調べの機能を損なわない範囲で録音・録画を行えば良いと

　の意見が大多数を占めたが

　・　現在でも適正な取調べがなされている

合　　計

［全体］

③,
7.7%

④,
15.2% ①,

19.8%

②,
57.3%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 8.1%

② 24.2%

③ 45.7%

④ 22.0%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 5.5% 8.7% 8.9% 6.6% 8.1%

② 20.9% 23.1% 24.9% 26.4% 24.2%

③ 33.0% 46.0% 45.8% 50.8% 45.7%

④ 40.7% 22.3% 20.3% 16.2% 22.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 6.5% 10.1% 7.1% 7.7% 8.1%

② 25.3% 22.8% 25.8% 23.1% 24.2%

③ 49.1% 43.0% 43.4% 49.0% 45.7%

④ 19.1% 24.1% 23.7% 20.2% 22.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

［意見等］

　・　否認から自白に転じた直後に録音・録画すべきである （ 22 人 ）

　・　認否を問わず，弁解録取手続における供述を録音・録画すべきである （ 15 人 ）

　との意見もみられた。

※　③の選択者（４５８人）が，可視化には虚偽自白を防止する効果がないと考えた理由（自由記載）

　　・　可視化と虚偽自白の危険は関係ない （ 220 人 ）

（ 107 人 ）

　　・　むしろ虚偽の自白をする者が増加する （ 74 人 ）

(2)　取調べの可視化により，被疑者が真実と異なる内容の自白をすることを防止する効果があると考えるか

　　・　虚偽自白の原因は様々であり，可視化することが虚偽自白の防止に効果があるとまでは

　　　言えない。

取調べの全過程を可視化するのであれば効果がある

取調べの過程の一部であっても可視化すれば効果がある

取調べの可視化には効果はない

分からない

※　②の選択者（２４３人）が，どの部分を可視化すれば虚偽自白を防止することができると考

　えているか（自由記載）

合　　計

　　検察官の判断と責任において，取調べの機能を損なわない範囲で録音・録画を行えば良いと

　の意見が大多数を占めたが

　（回答例）　虚偽自白の防止のためには裏付け捜査の徹底が必要であり，虚偽自白と可

　　　　　　視化は関係がない。公開の法廷で自己の刑責を軽くするための虚偽の供述を

　　　　　　する被告人が多く見られるのであるから，公開の場で真実を供述するとは限

　　　　　　らない。

　（回答例）　捜査官による不当な取調べに基づく虚偽自白を防止する上では効果がある

　　　　　　と思われるが，それ以外の原因で虚偽自白をすることも多く，例えば，迎合

　　　　　　的な被疑者の虚偽自白は可視化していても防止することはできないと考えら

　　　　　　れる。

　（回答例）　自己の刑責を免れるため，あるいは組織の上位者をかばうために，虚偽自

　　　　　　白の危険は高まる。録画・録音された下での取調べにおいて真の自白を獲得

　　　　　　することは著しく困難となる。

［全体］

③,
45.7%

④,
22.0%

②,
24.2%

①,
8.1%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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(3)　取調べの可視化により，公判における自白の任意性の立証・判断を容易にすることができると考えるか

［全体］

割合

① 18.6%

② 66.8%

③ 6.0%

④ 8.5%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 22.8% 18.0% 20.1% 15.2% 18.6%

② 54.3% 66.7% 67.0% 72.6% 66.8%

③ 7.6% 6.4% 5.5% 5.6% 6.0%

④ 15.2% 9.0% 7.4% 6.6% 8.5%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 16.2% 19.7% 18.2% 23.3% 18.6%

② 72.3% 63.6% 62.6% 69.9% 66.8%

③ 4.0% 6.6% 8.1% 5.8% 6.0%

④ 7.5% 10.1% 11.1% 1.0% 8.5%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

［意見等］

　・　否認から自白に転じた直後に録音・録画すべきである （ 51 人 ）

　・　認否を問わず，弁解録取手続における供述を録音・録画すべきである （ 46 人 ）

　との意見もみられた。

※　③の選択者（60人）が，可視化は任意性の立証を容易にすることができないと考えた理由（自由記載）

（ 15 人 ）

　・　公判廷で長時間のDVDの再生が必要となり，審理時間が長くなる （ 11 人 ）

※　②の選択者（６６７人）が，どの部分を可視化すれば公判における自白の任意性の立証・判

　断を容易にすることができると考えているか（自由記載）

取調べの過程の一部であっても可視化すれば容易にすることができる

取調べの可視化により容易にすることができない

分からない

　　検察官の判断と責任において，取調べの機能を損なわない範囲で録音・録画を行えば良いと

　の意見が大多数を占めたが

取調べの全過程を可視化するのであれば容易にすることができる

　・　全過程を可視化したとしても，録音・録画されていない場で，脅迫された等の弁解を生み

　　出すだけで，実情は余り変わらない

合　　計

［全体］

③,
6.0%

④,
8.5%

①,
18.6%

②,
66.8%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］

4 / 29 ページ



別添資料３

(4)　取調べの可視化により，公判における自白の信用性の立証・判断を容易にすることができると考えるか

［全体］

割合

① 15.6%

② 55.1%

③ 16.3%

④ 13.0%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 19.8% 15.5% 18.1% 9.2% 15.6%

② 52.7% 52.0% 54.2% 63.3% 55.1%

③ 8.8% 15.2% 17.5% 19.4% 16.3%

④ 18.7% 17.3% 10.1% 8.2% 13.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 13.3% 16.1% 16.8% 18.4% 15.6%

② 59.4% 52.7% 52.0% 56.3% 55.1%

③ 16.7% 16.9% 13.8% 17.5% 16.3%

④ 10.5% 14.2% 17.3% 7.8% 13.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

［意見等］

　・　否認から自白に転じた直後に録音・録画すべきである （ 35 人 ）

　・　認否を問わず，弁解録取手続における供述を録音・録画すべきである （ 35 人 ）

　との意見もみられた。

※　③の選択者（１６２人）が，信用性の立証等を容易にすることができないと考えた理由（自由記載）

　・　信用性は客観証拠との整合性等別の観点から判断されるべき （ 86 人 ）

　・　供述態度から信用性を判断することとなり，判断を誤らせる危険が否定できない （ 11 人 ）

　・　長時間の取調べを要する （ 10 人 ）

分からない

合　　計

　　検察官の判断と責任において，取調べの機能を損なわない範囲で録音・録画を行えば良いと

　の意見が大多数を占めたが

※　②の選択者（５４８人）が，どの部分を可視化すれば公判における自白の信用性の立証・判

　断を容易にすることができると考えているか（自由記載）

取調べの可視化により容易にすることができない

取調べの全過程を可視化するのであれば容易にすることができる

取調べの過程の一部であっても可視化すれば容易にすることができる

［全体］
④,

13.0%

③,
16.3%

②,
55.1%

①,
15.6%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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(5)　(1)ないし(4)以外に取調べの可視化を行うことについてメリットがあると考える具体例（自由記載）

・　被疑者の弁解が不合理であることの立証が容易になる （ 42 人 ）

・　国民の信頼回復につながる （ 31 人 ）

・　供述調書の作成が不要となり，捜査の省力化を図ることができる （ 27 人 ）

・　捜査段階における被疑者の供述態度を立証することが可能になる （ 15 人 ）

・　取調べ状況に関する被疑者による虚偽の弁解を防止することができる （ 13 人 ）

・　研修等に活用することで取調べにおける尋問技術の向上につながる可能性がある （ 10 人 ）

・　決裁官が取調べ状況を正確に把握することが可能になる （ 6 人 ）

・　通訳の正確性の立証が容易になる （ 2 人 ）
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別添資料３
３　取調べの可視化の影響

［全体］

割合

① 供述の獲得が困難になることはない 2.3%

② 供述の獲得が困難になることがある 91.0%

③ 分からない 4.6%

④ その他 2.1%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 1.0% 1.1% 3.1% 3.5% 2.3%

② 92.9% 93.3% 89.6% 88.4% 91.0%

③ 4.0% 4.8% 4.4% 5.0% 4.6%

④ 2.0% 0.8% 2.9% 3.0% 2.1%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 3.0% 2.0% 1.0% 3.7% 2.3%

② 88.6% 92.6% 94.2% 86.2% 91.0%

③ 5.7% 4.1% 3.4% 5.5% 4.6%

④ 2.7% 1.3% 1.5% 4.6% 2.1%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(1)　取調べの可視化の実施により，被疑者の心理に与える影響から取調べにおいて真実の供述を獲得する

　 ことが困難になるとの指摘について，どう考えるか

合　計

［全体］ ④,
2.1%

①,
2.3%

②,
91.0%

③,
4.6%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 考慮する必要はない 5.8%

② 考慮すべきである 92.0%

③ その他 2.2%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 4.4% 5.4% 6.4% 5.8% 5.8%

② 94.4% 92.8% 90.4% 92.5% 92.0%

③ 1.1% 1.8% 3.2% 1.7% 2.2%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 5.2% 6.1% 7.2% 4.3% 5.8%

② 92.8% 91.4% 91.2% 93.5% 92.0%

③ 2.4% 2.5% 1.5% 2.2% 2.2%

合計 100.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合　計

(2)　((1)で「②供述の獲得が困難になることがある」の選択者)取調べの可視化の要否，範囲，実施方法等

　 の検討に際し，供述の獲得が困難になるという点を考慮すべきと考えるか

［全体］
③,

2.2%

②,
92.0%

①,
5.8%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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別添資料３

［全体］

割合

① ある 42.8%

② ない 57.2%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 29.3% 42.3% 47.4% 41.6% 42.8%

② 70.7% 57.7% 52.6% 58.4% 57.2%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 40.8% 40.9% 46.6% 48.6% 42.8%

② 59.2% 59.1% 53.4% 51.4% 57.2%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

［意見等］

※　調書化を見合わせた具体例（自由記載）

　・　暴力団組織による犯行における上位者の関与 （ 141 人 ）

　・　違法薬物・銃器の入手先等 （ 78 人 ）

　・　被疑者の意向により，共犯者間で当該被疑者が最初に自白したことが分からないようにす （ 21 人 ）

るため調書化の時期を遅らせた

　・　会社犯罪における上位者の関与 （ 16 人 ）

　・　外国人犯罪グループによる犯行における共犯者の氏名等 （ 5 人 ）

(3)　取調べにおいて，報復のおそれ等を理由とする被疑者の申立てにより，被疑者の供述の内容の全部又

 　は一部について，当該事件の立証に有益であるのに，調書化を見合わせたことがあるか

合　計

［全体］

①,
42.8%

②,
57.2%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 3.6%

② 90.0%

③ 4.7%

④ 1.6%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 4.1% 2.0% 5.0% 3.5% 3.6%

② 88.7% 90.4% 90.1% 90.0% 90.0%

③ 6.2% 6.8% 2.9% 4.0% 4.7%

④ 1.0% 0.8% 2.1% 2.5% 1.6%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 3.9% 3.1% 2.0% 7.3% 3.6%

② 89.8% 90.7% 89.7% 89.0% 90.0%

③ 4.5% 4.9% 6.4% 1.8% 4.7%

④ 1.8% 1.3% 2.0% 1.8% 1.6%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

分からない

関係者の名誉・プライバシーを害するおそれはない

関係者の名誉・プライバシーを害するおそれがある

合　　計

(4)　取調べの可視化を実施した場合，取調べにおいて触れられることのある被害者らが他人に知られたくな

　 いと考えているプライバシーに渡る事項が全て録音・録画されて公になると，被害者を含む関係者の名誉・

　 プライバシーを害するおそれがあるとの指摘について，どう考えるか

その他

［全体］ ④,
1.6%③,

4.7%

②,
90.0%

①,
3.6%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 考慮する必要はない 5.9%

② 考慮すべきである 91.8%

③ その他 2.3%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 1.2% 6.9% 7.0% 4.5% 5.9%

② 96.5% 92.2% 89.9% 92.7% 91.8%

③ 2.3% 0.9% 3.2% 2.8% 2.3%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 5.0% 6.0% 6.6% 7.2% 5.9%

② 92.6% 91.8% 90.7% 91.8% 91.8%

③ 2.3% 2.3% 2.7% 1.0% 2.3%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(5)　((4)で「②関係者の名誉・プライバシーを害するおそれがある」の選択者)取調べの可視化の要否，

　 範囲，実施方法等の検討に際して，関係者の名誉・プライバシーを害するおそれがあるという点を考慮

　 すべきと考えるか

合　計

［全体］
①,

5.9%

②,
91.8%

③,
2.3%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① ある 43.3%

② ない 56.7%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 29.3% 42.0% 44.4% 50.3% 43.3%

② 70.7% 58.0% 55.6% 49.7% 56.7%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 46.4% 38.9% 45.6% 45.0% 43.3%

② 53.6% 61.1% 54.4% 55.0% 56.7%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

【具体例（自由記載）】

　・　逮捕監禁事件において，監禁中の被害者を強姦していた事実

　・　元恋人に対するストーカー事件において，本件と無関係の被害者の性癖・特異行動等

　・　脱税事件，詐欺事件で得た金の使途先として，具体的に政治家の氏名を挙げて供述した事実

　・　女子高生に対する強姦事件の被害者の氏名，通っている高校名

　・　性犯罪の被疑者が，被害者の身体的特徴，性的反応等に関し，被害者を中傷する供述内容

(6)　取調べにおいて，被害者を含む関係者の名誉・プライバシーに対する影響を考慮し，被疑者の供述内容

　 の全部又は一部について，当該事件の立証に有益であるのに，調書化を見合わせたことがあるか

合　計

［全体］

②,
56.7%

①,
43.3%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 捜査手法が制約されるおそれはない 4.6%

② 捜査手法が制約されるおそれがある 88.9%

③ 分からない 5.5%

④ その他 1.0%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 5.1% 3.1% 6.0% 4.5% 4.6%

② 82.8% 90.5% 89.1% 88.9% 88.9%

③ 11.1% 6.4% 3.9% 4.0% 5.5%

④ 1.0% 0.0% 1.0% 2.5% 1.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 4.8% 4.4% 2.4% 9.2% 4.6%

② 88.1% 90.3% 90.8% 83.5% 88.9%

③ 5.7% 4.6% 6.3% 6.4% 5.5%

④ 1.5% 0.8% 0.5% 0.9% 1.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(7)　取調べの可視化により，捜査手法が制約されるおそれ（例えば，被疑者からまずは調書化をしない前提で

   供述を得るといった手法がとれなくなる，調書化を前提としない供述に基づいて証拠を収集し，真相解明を

   図るといった捜査手法がとれなくなる，取調官が公になっていない手持ちの証拠・情報を十分に被疑者に示

   して取調べをすることが困難になるなど）があるとの指摘について，どう考えるか

合　計

［全体］
①,

4.6%

②,
88.9%

③,
5.5%

④,
1.0%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 考慮する必要はない 5.5%

② 考慮すべきである 92.7%

③ その他 1.7%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 6.1% 5.6% 7.0% 2.3% 5.5%

② 92.7% 93.2% 91.2% 94.9% 92.7%

③ 1.2% 1.2% 1.8% 2.8% 1.7%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 3.7% 7.4% 6.4% 2.2% 5.5%

② 93.6% 90.9% 93.0% 96.7% 92.7%

③ 2.7% 1.7% 0.5% 1.1% 1.7%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合　計

(8)　((7)で「②捜査手法が制約されるおそれがある」の選択者)取調べの可視化の要否，範囲，実施方法等

   の検討に際して，捜査手法が制約されるおそれがあるという点を考慮すべきと考えるか

［全体］
③,

1.7%

②,
92.7%

①,
5.5%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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(9)　取調べの可視化により，捜査機関の負担が増大するという指摘について，どう考えるか　

［全体］

割合

① 捜査機関の負担が増大することはない 4.4%

② 捜査機関の負担の増大につながる 85.4%

③ 分からない 6.8%

④ その他 3.4%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 2.0% 3.6% 5.2% 5.5% 4.4%

② 89.9% 85.2% 84.7% 84.9% 85.4%

③ 8.1% 9.0% 4.7% 6.5% 6.8%

④ 0.0% 2.2% 5.5% 3.0% 3.4%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 5.1% 4.3% 3.9% 3.7% 4.4%

② 85.0% 85.9% 88.3% 78.9% 85.4%

③ 6.0% 7.7% 4.9% 10.1% 6.8%

④ 3.9% 2.0% 2.9% 7.3% 3.4%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合　計

［全体］ ①,
4.4%

②,
85.4%

③,
6.8%

④,
3.4%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 厳格な手続に従って録音・録画機器を操作し，記録媒体を作成すること自体が負担となる 70.2%

② 64.5%

③ 39.6%

④ 膨大な数の記録媒体を保管，管理する必要が生じる 53.6%

⑤ その他 13.7%

(注)　「割合」欄は，②の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 75.3% 72.0% 69.3% 65.7% 70.2%

② 66.3% 63.5% 65.6% 63.3% 64.5%

③ 33.7% 33.6% 42.9% 47.3% 39.6%

④ 46.1% 50.3% 56.4% 58.0% 53.6%

⑤ 3.4% 12.5% 16.6% 16.0% 13.7%

(注)　各数値は，②の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない。

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 65.8% 73.8% 71.4% 67.4% 70.2%

② 64.8% 61.0% 66.5% 73.3% 64.5%

③ 43.0% 40.8% 35.7% 38.4% 39.6%

④ 57.0% 51.2% 50.5% 58.1% 53.6%

⑤ 15.1% 15.5% 11.0% 8.1% 13.7%

(注)　各数値は，②の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない。

検取事務官等取調べ担当者１名で実施している取調べにおいても，取調べ担当者のほか
に，録音・録画機器の操作，監視を担当する者を同席させる必要が生じる

捜査主任検察官・警察官や決裁官が取調べ担当検察官や警察官による長時間の取調べの記
録媒体を視聴せざるを得なくなる

(10)　((9)で「②捜査機関の負担の増大につながる」を選択した者）どのような負担が増大すると考えるか

　　　(複数選択可)
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［全体］

割合

① 裁判員の負担が増大することはない 9.0%

② 裁判員の負担の増大につながる 80.8%

③ 分からない 10.1%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 3.0% 5.9% 10.4% 15.0% 9.0%

② 84.8% 82.9% 81.5% 74.0% 80.8%

③ 12.1% 11.2% 8.1% 11.0% 10.1%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 10.9% 7.5% 9.0% 5.9% 9.0%

② 77.8% 81.0% 82.9% 87.3% 80.8%

③ 11.3% 11.5% 8.0% 6.9% 10.1%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合　計

(11)　取調べの過程のうち，可視化する部分いかんによっては，取調べの可視化により，被疑者調書の任意性が

　　争われた場合，記録媒体を長時間再生することとなり，裁判員裁判において裁判員の負担の増大が避けられ

　　ないとの指摘についてどう考えるか

［全体］

③,
10.1%

②,
80.8%

①,
9.0%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 考慮する必要はない 20.5%

② 考慮すべきである 76.6%

③ その他 2.9%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 20.5% 22.1% 20.8% 16.7% 20.5%

② 78.3% 75.9% 76.3% 77.8% 76.6%

③ 1.2% 2.1% 2.9% 5.6% 2.9%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 19.0% 20.8% 22.4% 20.0% 20.5%

② 75.9% 76.6% 76.5% 78.9% 76.6%

③ 5.1% 2.6% 1.2% 1.1% 2.9%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合　計

(12)　((11)で「②裁判員の負担の増大につながる」の選択者）取調べの可視化の要否，範囲，実施方法等

　　の検討に際して，裁判員の負担の増大につながる点を考慮すべきと考えるか

［全体］

①,
20.5%

②,
76.6%

③,
2.9%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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・　事務負担の増加に伴う検察官・検察事務官の増員が必要不可欠となる。

・　捜査官の士気が著しく低下する。

・　取調べがインタビュー化し，被害者等から信頼を得ることができなくなる。

・　被疑者が，被害者等の氏名住居等を供述し，その後公判で被害者特定事項に関する秘匿決定がなさ

　れた場合に，ＤＶＤをどのように取り調べるのか，弁護人に供述調書を開示するに際しても，被害者

　のプライバシーに関する部分はマスキングして開示しているが，そのようなプライバシーに関連する

　部分をより広範囲に含むＤＶＤをどのような方法で開示するのか検討すべきではないか。

・　弁護人も長時間のDVDを視聴することが求められ，これまで以上に公判前整理手続が長期化する。

・　DVDを活用することによって，供述調書を作成する必要がなくなる。

・　通訳事件の場合に通訳人の理解を得られるか疑問である。

(13)　(1),(4),(7),(9)及び(11)以外に取調べの可視化が捜査・公判に与える影響があると考える場合，

　　 その具体例（自由記載）
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４　被疑者取調べの録音及び録画を法令等により義務付けることについて

［全体］

割合

① 5.6%

② 2.4%

③ 8.3%

④ 25.9%

⑤ 57.9%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 2.0% 5.2% 6.3% 6.5% 5.6%

② 0.0% 2.9% 2.1% 3.5% 2.4%

③ 7.1% 7.4% 9.3% 8.5% 8.3%

④ 28.3% 26.4% 24.3% 26.6% 25.9%

⑤ 62.6% 58.2% 57.9% 54.8% 57.9%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 6.3% 4.9% 4.0% 8.5% 5.6%

② 3.0% 1.3% 3.5% 2.8% 2.4%

③ 7.5% 9.3% 7.0% 9.4% 8.3%

④ 26.2% 24.3% 25.5% 31.1% 25.9%

⑤ 56.9% 60.2% 60.0% 48.1% 57.9%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

全ての事件において，取調べの過程の一部の録音・録画を義務付けるべきである

法定刑の重い事件等一定の範囲の事件について，取調べの全過程の録音・録画を義務付け
るべきである

法定刑の重い事件等一定の範囲の事件について，取調べの過程の一部の録音・録画を義務
付けるべきである

録音・録画の義務付けは部分的にであっても行うべきではない

合　　計

(1)　取調べの録音・録画を法令等により義務付けることについてどのように考えるか。

全ての事件において，取調べの全過程の録音・録画を義務付けるべきである

［全体］

⑤,
57.9%

④,
25.9%

③,
8.3%

②,
2.4%

①,
5.6%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［意見等］

※　①の選択者（５７人）が，全過程の録音・録画を義務付けるべきと考えた理由（自由記載）

　・　中途半端な義務付けをすることは意味がなく，理由もない （ 32 人 ）

　・　国民の信頼回復のためには，全事件・全過程の録音・録画を実施するほかない （ 9 人 ）

（ 7 人 ）

　・　検察官の判断 （ 168 人 ）

　・　認否を問わず，弁解録取手続時 （ 20 人 ）

　・　否認が自白に転じた直後 （ 18 人 ）

　・　供述調書作成時 （ 14 人 ）

　・　裁判員制度対象事件 （ 41 人 ）

　・　特捜事件（独自捜査を含む） （ 7 人 ）

　・　法定刑が死刑又は無期の事件 （ 5 人 ）

　・　故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件 （ 3 人 ）

　・　知的障害者が被疑者となる事件 （ 1 人 ）

　・　法定刑が死刑，無期又は長期3年以上の事件 （ 1 人 ）

（ 244 人 ）

　・　弊害が余りにも大きいため （ 171 人 ）

　・　可視化を義務付けるのであれば，新捜査手法を導入すべきである （ 34 人 ）

（ 24 人 ）
　・　立法化に当たっては，試行を積み重ねるなどして，可視化のメリット・デメリットを慎重

　　に判断すべきである

※　②又は④の選択者（計２９０人）が，取調べの過程の一部の録音・録画を義務付けるべき

　であると考える範囲（自由記載）

　・　全事件・全過程の録音・録画と引き換えに代替手段としての新捜査手法を獲得すべきであ

　　る

※　⑤の選択者（５９３人）が，録音・録画の義務付けは部分的にであっても行うべきではない

　と考えた理由（自由記載）

　・　個別の事案に応じて立証責任を負う検察官の判断と責任において録音・録画を行うべきで

　　あって，可視化は一律義務化にはなじまない

※　③の選択者（８５人）が，取調べの全過程の録音・録画を義務付けるべきであると考える事

　件（自由記載）
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５　新たに導入すべき刑事手続上の制度

［全体］

割合

① 十分である 3.8%

② 十分ではない 86.4%

③ 分からない 9.7%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 5.1% 4.2% 3.4% 3.5% 3.8%

② 68.7% 85.7% 90.9% 88.0% 86.4%

③ 26.3% 10.1% 5.7% 8.5% 9.7%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 3.9% 3.3% 5.8% 1.9% 3.8%

② 87.5% 83.4% 88.3% 90.7% 86.4%

③ 8.7% 13.3% 5.8% 7.4% 9.7%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(1)　現在の捜査手続においては，取調べのほか，捜索・差押え等の捜査手法が設けられているが，真相解明を

　 図るために，現在採り得る捜査手法で十分と考えるか

合　計

［全体］ ①,
3.8%

②,
86.4%

③,
9.7%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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［全体］

割合

① 被疑者の供述をより容易に獲得するための制度の導入 71.5%

② 参考人の供述をより容易に獲得するための制度の導入 57.8%

③ 被疑者・参考人の供述以外の客観的証拠をより容易に収集するための制度の導入 69.3%

④ 刑事実体法上の法整備 62.4%

⑤ その他 15.5%

(注)　「割合」欄は，②の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 48.5% 73.5% 74.2% 71.6% 71.5%

② 36.8% 51.3% 63.6% 65.9% 57.8%

③ 61.8% 71.6% 68.8% 69.3% 69.3%

④ 47.1% 60.1% 63.6% 69.9% 62.4%

⑤ 7.4% 13.4% 16.6% 19.9% 15.5%

(注)　各数値は，②の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない。

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 72.4% 69.0% 70.9% 78.6% 71.5%

② 65.2% 50.9% 55.5% 63.3% 57.8%

③ 69.3% 69.3% 65.9% 75.5% 69.3%

④ 68.3% 58.6% 58.8% 64.3% 62.4%

⑤ 18.8% 12.9% 14.3% 16.3% 15.5%

(注)　各数値は，②の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない。

【具体的な制度】

・　司法取引 （ 515 人 ）

・　刑事免責 （ 98 人 ）

・　黙秘権の廃止・不利益推定等 （ 44 人 ）

・　虚偽供述に対する制裁 （ 43 人 ）

・　通信傍受の拡大 （ 18 人 ）

・　アレインメント （ 17 人 ）

・　おとり捜査 （ 11 人 ）

・　司法取引 （ 151 人 ）

・　証人保護プログラム （ 140 人 ）

・　参考人の出頭強制・協力義務化 （ 116 人 ）

・　刑事免責 （ 80 人 ）

・　虚偽供述に対する制裁 （ 34 人 ）

・　通信傍受の拡大 （ 13 人 ）

(2)　((1)で「②十分ではない」を選択した者）これまでの捜査経験や捜査困難事例を踏まえて，新たにどのよ

　 うな刑事手続法等の整備をする必要があると考えるか（複数選択可）

※　①の選択者（６４３人）が，被疑者の供述をより容易に獲得するために導入するべきと考え

　る制度（自由記載）

※　②の選択者（５２０人）が，参考人の供述をより容易に獲得するために導入するべきと考え

　る制度（自由記載）
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・　通信傍受の拡大 （ 364 人 ）

・　通信記録の入手容易・長期保存義務化 （ 169 人 ）

・　おとり捜査・潜入捜査 （ 165 人 ）

・　防犯カメラの拡大 （ 113 人 ）

・　会話傍受 （ 53 人 ）

・　緊急捜索差押え （ 48 人 ）

・　ＤＮＡ型データベースの拡充 （ 46 人 ）

・　GPSの活用等 （ 26 人 ）

・　主観的構成要件要素の緩和・廃止等 （ 218 人 ）

・　主観的構成要件に該当する推定規定の整備 （ 171 人 ）

・　立証責任の転換 （ 138 人 ）

・　構成要件の客観化・細分化 （ 87 人 ）

※　③の選択者（６２３人）が，供述以外の客観的証拠をより容易に収集するために導入するべ

　きと考える制度（自由記載）

※　④の選択者（５６１人）が，刑事実体法上法整備するべきと考える制度（自由記載）
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(3)　現在の公判手続の在り方は，真相解明を図るために，十分な仕組みとなっていると考えるか

［全体］

割合

① 十分である 13.9%

② 十分ではない 62.0%

⑤ 分からない 24.1%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 11.7% 14.5% 15.0% 11.9% 13.9%

② 47.9% 61.1% 66.0% 62.7% 62.0%

③ 40.4% 24.4% 19.0% 25.4% 24.1%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 14.2% 13.9% 17.8% 5.6% 13.9%

② 60.5% 60.0% 61.4% 74.8% 62.0%

③ 25.3% 26.1% 20.8% 19.6% 24.1%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合　計

［全体］

⑤,
24.1%

②,
62.0%

①,
13.9%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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・　偽証に対する制裁の厳格化 （ 45 人 ）

・　裁判員裁判制度の見直し （ 36 人 ）

・　伝聞法則等の証拠制限の緩和 （ 23 人 ）

・　証人保護プログラムの導入 （ 23 人 ）

・　裁判所の訴訟指揮権の拡充等 （ 14 人 ）

・　証人の負担軽減（非公開等） （ 13 人 ）

・　主張制限 （ 13 人 ）

・　黙秘権行使の制限・不利益推定 （ 13 人 ）

・　アレイメントの導入 （ 10 人 ）

・　司法取引の導入 （ 10 人 ）

・　立証責任の転換 （ 9 人 ）

・　弁護人接見の可視化 （ 5 人 ）

・　不同意制度の見直し （ 6 人 ）

・　弁護人側証拠の開示 （ 3 人 ）

(4)　これまでの公判立会経験等を踏まえて，公判手続における真相解明機能をより充実せさるために現状の

 　公判手続の在り方について何か改善すべき点，新たに導入すべき制度はあると考えるか，改善すべき点又

 　は新たに導入すべき制度がある場合はその具体的意見（自由記載）
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別添資料３
６　近時の被疑者・参考人の傾向

(1)　近時，被疑者から真実の供述を獲得することが困難となったと考えるか

［全体］

割合

① 困難となった 74.5%

② 困難となったとは考えない 11.5%

③ 分からない 14.1%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 37.4% 69.4% 80.7% 90.0% 74.5%

② 15.2% 12.9% 12.5% 5.0% 11.5%

③ 47.5% 17.7% 6.8% 5.0% 14.1%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 85.4% 67.8% 72.7% 68.2% 74.5%

② 5.4% 13.3% 15.6% 15.9% 11.5%

③ 9.3% 18.9% 11.7% 15.9% 14.1%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合　計

［全体］

①,
74.5%

②,
11.5%

③,
14.1%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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(2)　((1)で「①困難となった」を選択した者）困難となった理由としてどのように考えるか（複数回答可）

［全体］

割合

① 66.8%

② 77.9%

③ 29.9%

④ 34.5%

⑤ 4.3%

(注)　「割合」欄は，①の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 64.9% 62.8% 70.9% 65.6% 66.8%

② 81.1% 74.1% 78.3% 81.7% 77.9%

③ 18.9% 21.1% 29.4% 45.0% 29.9%

④ 21.6% 30.0% 41.1% 32.2% 34.5%

⑤ 0.0% 6.1% 3.9% 3.3% 4.3%

(注)　各数値は，①の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない。

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 69.2% 66.0% 64.4% 64.4% 66.8%

② 80.4% 77.7% 73.2% 78.1% 77.9%

③ 37.1% 27.5% 20.8% 28.8% 29.9%

④ 38.1% 32.8% 31.5% 32.9% 34.5%

⑤ 4.2% 4.9% 4.7% 1.4% 4.3%

(注)　各数値は，①の選択者のうち，各項目を選択した者の割合。複数選択項目のため，合計で100%にはならない。

弁護活動の活発化により自己に不利益な供述を拒否等する被疑者が増え，被疑者から真実
の供述を獲得することが困難となった

取調官の取調べ能力が低下し，被疑者から真実の供述を獲得することが困難となった

日本人の気質の変化や権利意識の向上等により自己に不利益な供述を拒否等する被疑者が
増え，被疑者から真実の供述を獲得することが困難となった

犯罪が複雑化，巧妙化した結果，人の記憶に頼る取調べによっては，客観性，正確性のあ
る供述を獲得することが困難となった

その他
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(3)　近時，参考人から供述を獲得することが困難となったと考えるか

［全体］

割合

① 困難となった 52.2%

② 困難となったとは考えない 29.2%

③ 分からない 18.6%

100.0%

［属性別］

※　検事経験年数別

３年以上４年未満 ４年以上１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 ［全体］

① 21.2% 43.4% 58.5% 71.4% 52.2%

② 31.3% 35.2% 29.4% 17.1% 29.2%

③ 47.5% 21.4% 12.2% 11.6% 18.6%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　録音・録画の実施経験別

経験なし １回 ～ ５回 6回 ～ 10回 11回 以上 ［全体］

① 67.9% 45.9% 41.2% 47.7% 52.2%

② 16.1% 33.1% 39.2% 36.4% 29.2%

③ 16.1% 21.0% 19.6% 15.9% 18.6%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

［意見等］

※　①の選択者が，困難となったと考える理由（自由記載）

　・　日本人の気質の変化・権利意識の向上 （ 288 人 ）

　・　捜査機関の信頼低下 （ 60 人 ）

　・　報復への恐れ （ 28 人 ）

　・　弁護活動の活発化 （ 23 人 ）

　・　公開である公判廷での証言・マスコミへの露出への危惧 （ 12 人 ）

　・　取調官の能力低下 （ 9 人 ）

合　計

［全体］

③,
18.6%

②,
29.2%

①,
52.2%

［３年以上４年未満］ ［４年以上
１０年未満］

［10年以上
20年未満］

［20年以上］

［経験なし］ ［１回～５回］ ［６回～１０回］ ［１１回以上］
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